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第１章 背景及び目的 

 

 第１節 背景及び目的（１－１－１） 

大分県は、これまでにも地震や津波、風水害等の災害に見舞われ大きな被害が発生しましたが、今

後５０年以内には９０％以上の確率で南海トラフ地震が発生すると予測されており、莫大な量の災害

廃棄物が発生すると想定されています。 

本県では、平成１９年３月に「環境省防災業務計画」や「震災廃棄物対策指針」に基づき、「大分

県災害廃棄物等処理基本方針」を作成し、災害時の備えとしてきました。 

しかし、平成２３年３月に発生した東日本大震災では想定を超える被害が発生し、これまでの廃棄

物処理対策が十分機能しなかったことから、新たな基準による災害時の廃棄物処理対策への取り組み

が求められることになりました。 

このため、国（環境省）は「災害廃棄物対策指針」の策定や「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」

の改正による非常災害時の特例制度の創設などにより、自治体が災害時の廃棄物処理対策に取組むた

めの環境整備を進めてきました。 

これを受け、県では、平成２８年３月に災害時における廃棄物の迅速かつ適正な処理を確保し、早

期の復旧・復興に役立てるとともに、市町村が災害廃棄物処理計画を策定する際の指針となるよう「大

分県災害廃棄物処理計画」を策定しました。 

このたび、「災害廃棄物対策指針」が改訂されたこと等を受け、「大分県災害廃棄物処理計画」

の見直しを行いました。 

 

 第２節 多量の災害廃棄物が及ぼす影響（１－１－２） 

  東日本大震災などの大規模災害では、想像を超える多量の災害廃棄物が発生し、災害廃棄物が生

活環境に影響するだけでなく、早期の復旧・復興活動を進めるうえで障害となるなど、災害対策を

進める上で重要な要素となっています。多量の災害廃棄物が及ぼす影響は、次のとおりです。 

 

  １ 直接的影響 

  （１）仮置場における長期間の災害廃棄物の大量保管に伴う火災の発生や衛生状態の悪化 

  （２）し尿処理施設の被災や仮設トイレの不足などによるし尿処理の停滞 

  （３）有害物質等の拡散・流出による環境汚染 

 

  ２ 間接的影響 

  （１）膨大な災害廃棄物の発生により道路等の啓開作業が長期化した場合の救援活動の遅れ 

  （２）道路など社会基盤の復旧を進める中で、がれきや津波堆積物など災害廃棄物の処理が進ま

ないことによる、早期復旧への支障 

  （３）社会基盤の復旧が進まないことによる、経済活動の再開など復興の遅れ 
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第２章 の  

 

本計画は、災害対策基本法により策定された「環境省防災業務計画」及び「県地 防災計画」に基

づき策定するもので り、災害廃棄物処理計画策定の際の指針として環境省が策定した「災害廃棄物

対策指針」などとの整合 を りながら、災害時における廃棄物処理の基本 な え方や方針、廃棄

物を適正かつ迅速に行うために 要となる について、取りまとめたものです。 

災害廃棄物については 廃棄物で ることから、 な処理 体は市町村となりますが、県

は、県地 防災計画で なる 、 整など な支援という立場だけでなく、 体 な処理を

進する中で、 要に 地方自治法による廃棄物の処理 務の受 など直 な役 を たすこ

としており、 を本計画で定めることとしています。また、県廃棄物処理計画では、災害時に発

生する廃棄物の適正処理の確保については、本計画の中で 体 に すこととしています。 

 

 

 本計画の 置 け 

 

  

基本⽅針

災害対策基本法

防災基本計画

⼤分県地域防災計画⼤分県廃棄物処理計画

廃棄物処理法

環境省
防災業務計画

⼤分県⻑期総合計画

⼤分県環境基本計画

（災害廃棄物に関わる具体的な計画）
⼤分県災害廃棄物処理計画 災害廃棄物

処理対策指針
◆平時の備え(体制整備等)
◆災害応急対応
◆災害復旧・復興等

市町村地域防災計画⼀般廃棄物処理計画
（災害廃棄物に関わる具体的な計画）
市町村災害廃棄物処理計画 策定⽀援

参考

策定⽀援
参考

県 国

市町村 連携
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出 環境省災害廃棄物対策指針（平成 年 月） 

 災害廃棄物処理計画及び 行計画の 置 け 
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第 章 的  

 

 第１節 す 災害（１－ －１） 

  本計画では、地震災害（地震により生 る津波、火災、 発等を む）及び水害（ 水、 水、

水、 流、 れ、 れ等）、 の 自 災害を対 とします。 

  また、直 本県への被害がない 例で っても、多量の災害廃棄物が海 に 上 られ、対

を 要とする場合も ることから、 においてこのような 例も想定します。 

  なお、環境省では、災害の規模と適 する 置の を のとおり整理しており、本計画で

もこの整理方針を基本に計画を策定することとします。 

 

 
出 環境省   

 災害廃棄物対策における災害の規模と適 する 置の え方 
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 第２節 す 災害廃棄物（１－ －２） 

  本計画において対 とする災害廃棄物は、地震災害（地震により生 る津波、火災、 発等を

む）、水害及び の 自 災害により発生する廃棄物に、災害からの復旧・復興の において被

災 や の生活に伴い発生する廃棄物を え、以 のとおり設定します。 

 

 地震や津波等の災害によって発生する災害廃棄物 
 内  

地
震
や
水
害
等
の
災
害
に
よ
っ
て
発
生
す
る
廃
棄
物 

物 

合物 
、 、 く 、 ラ 等が した 廃棄物 

く  ・はり・ などの廃  

・  被災 から 出される ・ で り、被害を受け できなくなったもの 

不 物 

不 合物 

分 することができない かな トや く 、 ラ 、 ラ 、
（ れにより した 、津波堆積物 等）などが し、 不 の廃

棄物 

海 の や が津波により 上に 上 られ堆積したものや 上に し
ていた 地 等が津波に き まれたもの 

トがら
等 

ト や ト 、 フ トく など 

く  や 、 など 

廃 （ ） 
被災 から 出される （ レ 、 機・ 機、 、

・ ）で、災害により被害を受け できなくなったもの 

イ 能なものは イ 法により処理を行う。 

 

の  
被災 から 出される 等の 以 の で、災害に
より被害を受け できなくなったもの 

廃棄物 
被災 等から 出される水 物、 、水 場や 場等から発
生する 及び など 

有害廃棄物 

物 

有廃棄物、 、 染 廃棄物、化 物質、フ 、 （
素 保 廃棄物）・ 等の有害物質、 、

の有害廃棄物。 や 、 火 、 などの 物等 

廃自動 等 

自 災害により被害を受け できなくなった自動 、自動 、 自  

イ 能なものは イ 法により処理を行う。 

処理するためには 有 の 確 が 要となる。仮置場等での保管方法
や期間について 等と する。 

の 、適正処理
が な廃棄物 

、 トレ などの地方 体の施設では処理が なもの（レ ト
や非 の を む）、 、 こう 、廃 （災害

により被害を受け できなくなった ）など 

出 環境省災害廃棄物対策指針（平成 年 月） を  

備 災害により発生する については、 常廃棄物として われないが、廃棄物が った場合の取 が いま

いな場合が るため、市町村では らか め取り いについて する 要が る。 

 

 被災 や の生活に伴い発生する廃棄物 

災害廃棄物の  内    

生活 み から 出される生活 みや 大 み 

み から 出される生活 み等 

し尿 仮設トイレ等からの み取りし尿 
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 第 節 災害廃棄物 の （１－ － ） 

  本計画の策定に たっての基本 な え方は、次のとおりです。 

  １ 本計画は地震災害、水害及び の 自 災害を対 としていますが、 内 は、 い確率

で発生が予想される南海トラフ地震（ 年以内の地震発生確率 ％ ％）による被害想定

をもとに、市町村が災害廃棄物の処理 体として処理す き 例を中 に することとしま

す。なお、 の災害において が 要な については、 、災害の を特定して、

することとします。 

  ２ 災害廃棄物への対 については、発災時以 の「災害 対策」や「災害復旧・復興」だけ

でなく、平時の対 として「平時（災害予防）」も重要 されていることから、設定 に

て時 整理を行います。 

  ３ これまで災害廃棄物の処理は、 に市町村内、 内など 定された地 での対 でした

が、 年の災害の大規模化により、 な対 が求められていることから、設定 に

「被災 」だけでなく「支援 」としての整理を行います。 
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 第 節 （１－ － ） 

  本計画の対 となる業務内 は、次の環境省「災害廃棄物対策指針」による業務内 を に

「平時（災害予防）」、「災害 対策」など時 な 及び「被災 」、「支援 」と

った災害時の立場としての から、本県の 状に た整理を行います。 

出 環境省災害廃棄物対策指針（平成 年 月）に  

備 平時（災害予防）（被害 ・ ）  災害発生までの期間 

 災害 対策  救 から生活再開までの期間 

 災害復旧・復興  災害廃棄物の処理が するまでの期間 

 道 県・市町村の計画作成の え方  

 
災害廃棄物処理計画 

（被災・支援を

） 

平時（災害予防） 

（被害 ・ ） 
災害 対策 災害復旧・復興 

の

 

被災した立場 

被災市町村と し

整・ ・

行動・支援要 、

行 置等を む計

画 

進 管理 

 

行計画の 支援 

 

対 （体制、 、

施等） 

 

被災市町村の ・

支援要  

進 管理 

 

被災市町村の ・

支援要  

 

道 県による復旧・復

興等 

支援する立場 

な からの

支援対策（組 ・ ・

機 等）を む計画 

 

支援 定の  

支援に 要な ・

支援の 施 

 

災害対策経 の  

支援に 要な ・

支援の 施 

 

長期支援の 施  

 
 
 
 

の

 

被災した立場 
処理 として

体 の る計画 

進 管理 

 

行計画の  

 

動体制、状 、災害

対 、 管理等 

 

道 県及び する市

町村、 地方 体、

間関 体への支援要

等 

進 管理 

 

復旧・復興計画と合わ

た処理・再 化 

 

地方 体・ 間関

体への支援要 等 

支援する立場 

支援対策（組 ・ ・

機 等）に関する計画 

 

支援 定の  

支援に 要な ・

支援の 施 

 

災害対策経 の  

支 援 に 要 な

 ・支援の 施 

 

長期支援の 施  

・想定災害規模の  ・ な の  

・ 体制の 整  ・市町村の計画との整合  
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 第 節 災害廃棄物 の （１－ － ） 

  本計画では、早期の復旧・復興を るため、次の基本方針に基づき災害廃棄物を処理します。 

 

大分県における災害廃棄物処理の基本方針  大分県における災害廃棄物処理の基本方針  

 １ 国、県、市町村、関 業 及び県 が 体となって災害廃棄物の処理を 進する。 

 ２ 本計画に す役 分 に基づき、 体が を って役 を たすことにより迅速な処理を

行う。 

 ３ 災害廃棄物の処理は、発災から ３年間で することを とする。 

  災害廃棄物は、 法 、制度に基づき適正に処理する。 

 ５ 災害廃棄物の処理に たっては、 再 化に めるとともに、中間処理による 量化など

を 進し、 処分量の に める。 

  処理のため する施設については、 の廃棄物処理施設の活 など 内、県内処理を

とするが、被災状 や災害廃棄物の発生量など災害の状 に 、県 への 処理や仮設処

理施設の設置なども に れ対 する。 理施設の設置なども に れ対 する。 

 

 第 節 （１－ － ） 

  災害廃棄物は 廃棄物で ることから、 な処理 体は市町村となります。県において

は、 なる 、 整など な支援という立場だけでなく、 体 な処理を 進する中で、

要に 地方自治法による廃棄物の処理 務の受 など直 な役 を たすこととします。 

 

 役 分  

 

支援要請

・災害廃棄物処理に係る市町村支援

・情報収集、連絡調整

・進行管理

・災害廃棄物処理事務の受託（災害

廃棄物処理の実施主体）

大分県（調整・支援）

・災害廃棄物処理に係る県、市町村

支援

・災害廃棄物処理の代行 （東日本

大震災相当の災害）

国（司令塔）

・災害廃棄物の処理主体

被災市町村（実施）

県内市町村

民間関係団体

・災害協定等による支援

・災害協定等による支援

支援要請 支援 支援要請支援

支援要請

支援

支援

������������������������������������

������������������������������������

���������������

���������������
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 体の役 （被災時） 

 役   発災 （平時） 発災後（災害 対策以 ） 

 

整 、

整 

組 ・ 体制の  

市町村処理体制基本 の

 

災害対策本 （廃棄物対策 ）

設置 

、 整の 施 

廃棄物処理の進行管理 

支援 処理 行計画等策

定業務支援 

処理 行計画等策定

の整備 

（要 に伴う）支援の 施 

定等に基づく支

援 

関 機関・ 体との 支援

体制 （ 定 ） 

支援機関・ 体への 要  

定等に基づく支援の 施 

市町村からの廃棄

物処理 務の受  

廃棄物処理 務 （受 ）

の整備 

処理体制の  

仮置場 地 の  

務（廃棄物処理 務）

規 の  

処理体制の  

処理業務の発  

 

災害廃棄

物処理の

施 

、

整 

組 ・ 体制の  災害対策本 設置 

、 整の 施 

処理 行計画等策

定 

処理 行計画等策定

の整備 

処理 行計画等の策定 

定等に基づく支

援要  

関 機関・ 体との 支援

体制 （ 定 ） 

支援機関・ 体への 要  

災害廃棄物処理の

施 

仮置場 地の 定 

廃棄物処理 の 化 

仮設トイレ等 の備 、

体制の整備 

処理の迅速化に けた制度の

整備 

仮置場の設置、  

廃棄物処理施設被災時の

対  

の 、設置 

制度に基づく処理業務発 、

仮設廃棄物処理施設の設置 

県への廃棄物処理

務の  

廃棄物処理 務 （受 ）

の整備 

務（廃棄物処理 務）

規 の  

 

 道 県、市 町

村への支援 

法 ・制度の整備 

作成 

法 ・制度の  

、

整、支援体制 

組 ・ 体制の  

支援体制  

、 整の 施 

処理方針の策定 「大規模災害発生時における

災害廃棄物対策行動指針」の

策定 

災害廃棄物処理指針（ 災

害 との ラ ）策

定 

務の 行による

災害廃棄物の処理 

処理体制の  災害廃棄物の処理の 施（東

日本大震災の や国が関

する合理 な 等を し

た上で 施） 

 

 体の役 （支援時） 

 役  発災 （平時） 発災後（災害 対策以 ） 

県 

整 

支援 

県を対 とした 支援体

制、計画の （ 県、県内市町

村との ） 

被災県、県内市町村との 整 

（要 に伴う）支援の 施 

市町村 支援 支援体制、計画の  （要 に伴う）支援の 施 

国  と  と  

間関

  体 

支援 支援体制 （ 定 ） 体内 整 

（要 に伴う）支援の 施 
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 第 節 災害廃棄物 の （１－ － ） 

 

  １ 的  

  （１） 量 

    本県は 内海と 後水道に した 東 に 置しており、特に県南から県中 にかけて

は今後 い確率で発生が予想されている南海トラフ地震による津波の影響を受けやすい場 に

置しています。また、県内には 見 ・ 、 、 重 の つの活火 が すると

ともに、 から県 にかけて活 も多く分 しており、これらの活 は、「 －

年 」と れ、 に地震の被害をもたらしています。 の 、 防 も本

県に地震の被害をもたらす 能 が ります。 

    水量については中津平 から国東 市の 、大分市から大 の中流 およ

び の年 水量は 以 ですが、津 見市以南の 市南 及び 後大 市南 では

水量は 以上で り さ 以上の 地 では を超え、 に が多

く 特に 風時には大 が りやすくなります。県 から にかけての内 、 地

は特に 水量が多く 年間 を超え、 期には が りやすくなります。 

    したがって、災害廃棄物処理の対 としては、地震だけでなく 中 等による風水害につ

いても、地 、 を まえた対策（体制）を する 要が ります。 

 

 

出 大分県地震被害想定 （平成 年 ） 

 
 大分県および 地 の活 の分  

（ 業 合 活 を ） 
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  （２） 及び  

    本県の は で り、 市町村（ 市 町 村）から 成されています。県

地で り、本県内 大の 市で る大分市は、 （ 年 月 日 ）の を

有し、中 市に指定されています。大分市を く の市町村については が分散していま

す。 

  （ ）  

    本県の 道 は、 日 本 が県東 を しており、 の 大分から まで 大

が、大分から 本まで 本 が しています。 速道路は大分自動 道が県 から県

東 を、東 自動 道が県 から県南 まで開 し、国道については 要道路として国道

が県 から県南 を、国道 が県 から県東 を しています。海路につい

ては、 関と 県 町、 市と 県 市、 市と 市、 市と 県

市、 市と ・大 、国東市と 県 市が、 れ れフ により れてい

ます。 

  （ ）  

    大分市の には新 業 市の指定を受け、大分 海 業地 が 成されており、 業と

化 業を中 とした 業が 積されています。また、大分市や国東 には 業

が、県 では自動 関 業が 積しています。これら 業が 積している地 について

は、 業 で取り っている有害物質について が 要です。 

    また、県南 の津 見市には な を した大規模な ト 場が 業していま

す。 ト 業は東日本大震災の災害廃棄物処理において重要な役 を っており、 体

制を していくことが 要です。 

    自 の の では、日本 の発 規模を る地 発 や、 な を

し 等を として発 を行う イ 発 など、自 を

した発 施設が しています。 イ 発 については、 を としている

ため、 等の イ トとして期 されます。 
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  ２ 廃棄物 の  

  （１） 廃棄物の  

    平成 年度に県内で 出された み 出量は、 で り、このう 生活 みは

で ％を、 業 みは で ％を めています。また、自治会等による 量は

となっています。 

    施設において 量した 量化量は で、 ・ 等の処理後の再生 及び

等の再生 量は 、 処分量は となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
備 量化量は み処理量を に 出している。 み処理量は平成 年度に処理された量で るため、合計

が み 出量と合 しない。 

出 環境省 廃棄物処理 業 態 （平成 年度 ）を基に作  

 
 みの発生・処理処分の 状 

  

み 出量 

（ ％） 
（ み量・直 量・ 量） 

処分量 （ ％） 

量化量 

（ ％） 

再生 量 

（ ％） 

生活 み 出量 

（ ％） 
業 み 出量 

（ ％） 

量 （ ％） 
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  （２） 廃棄物  

      

       

      平成 年度時 で県内市町村等が 管する み処理施設が 施設 しており、合

計で 日の処理能 を有しています。津 見市では 化施設により み処

理を行っています。 

      また、 間 業 が 有する み処理施設が１施設津 見市に しています。 

 

 み処理施設（市町村等 管分） 

設置市町村等 施設  
処理能  

（ 日） 

開

年度 
地  

大分市 
大分市 環境 清掃 場    

大分市 清掃 清掃 場    

中津市 中津市 ラ     

日 市 日 市清掃     

市     

津 見市 津 見市 フ     

後 市 後 市 み清掃 場    

市 市 み     

後大 市 後大 市清掃     

国東市 国東市     

村 村清掃     

速見地

市町村 務組合 
清掃  率 み発 施設    

重行 務

組合 
清掃     

合計 施設      

出 環境省 廃棄物処理 業 態 平成 年度  

備 廃 ・ している施設は く 

 

 み 施設等（ 間 業 分） 

設置市町村等 処理する 廃棄物の  
処理能  

（ 日） 
備  

大分市 く 、 く    

市 く   時間 

中津市 く 、 く 、廃 ラ   時間 

津 見市 
廃 ラ 、 、 く 、 ラ

、動物の 体、 、動 物  
 時間 

後 市 く 、 く 、 く   時間 

日出町 く 、 く 、 く   時間 

合計 施設   

出 廃棄物処理の （平成 年度 ） 年 月 大分県生活環境 環社会 進  

備 特例 廃棄物処理施設を む  
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      及び  

      平成 年度時 で県内市町村等が 管する 大 み処理施設が 施設 しており、合計

で 日の処理能 を有しています。この 間 業 が設置している 廃棄物 施

設及び特例 廃棄物処理施設の く 、がれき の 施設等が 施設、合計で

日の処理能 を有しています。 

 

 大 み処理施設（市町村等 管分） 

設置市町村等 施設  
処理能  

（ 日） 

開

年度 
地  

中津市 中津市 ラ     

市 市清掃     

後大 市 後大 市清掃     

重行 務

組合 
清掃     

合計 施設    

出 環境省 廃棄物処理 業 態 平成 年度  

 

 施設（ 間 業 分） 

設置市町村等 処理する 廃棄物の  
処理能  

（ 日） 
備  

日 市 く （本 ）  時間 

市 く 、   時間 

津 見市 

く   時間 

廃 ラ 、 、 く 、 く 、

ラ  
 時間 

廃 ラ 、 、 く 、 く 、

く 、 ラ く 等 
 時間 

合計  施設   

出 廃棄物処理の （平成 年度 ） 年 月 大分県生活環境 環社会 進  
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 施設（ 間 業 分 特例 廃棄物処理施設 ） 

設置市町村等 処理する 廃棄物の  
処理能  

（ 日） 
備  

中津市 
く 、 大 み、 く 、廃 ラ  時間 

く   時間 

日 市 

く   時間 

がれき   時間 

く   時間 

市 
く   時間 

く   時間 

市 く   時間 

後 市 く   時間 

市 
く   時間 

く   時間 

後大 市 く   時間 

国東市 く   時間 

日出町 

く   時間 

く   時間 

がれき   時間 

重町 がれき   時間 

合計  施設    

出 廃棄物処理の （平成 年度 ） 年 月 大分県生活環境 環社会 進  

備 業廃棄物処理施設において処理する 業廃棄物と の 状を有する 廃棄物を の施設で処理する場合に

は、 廃棄物の 等の 出により、 廃棄物処理施設の設置 を不要とする特例制度を法 の２の

として創設 
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      大分県 には平成 年度時 で の 廃棄物 処分場が しており、 量の

合計は となっています。 

      この 、 間 業 が 有する 廃棄物 処分場が中津市と 市に ります。 

 

 廃棄物 処分場（市町村等 管分） 

設置市町村等 施設  
体 積

（ ） 

立 

量

（ ） 

量

（ ） 

立  

予定年度 

地

 

大分市 

大分市 環境

立場 
      

大分市 清掃 立場       

大分市関 清 立処分場       

市 市南 不 物 立場       

中津市 中津市 廃棄物 立処分場       

日 市 日 市清掃 処分場       

市 
廃棄物 処分場      

廃棄物 処分場      

市 市不 物処理       

津 見市 津 見市 処分場      

市 市清掃       

市 市不 物処理場      

国東市 国東市 処分場      

速見地

市町村

務組合 

清掃 立処分地

施設 
     

重行

務組合 
清掃       

合計  施設      

出 環境省 廃棄物処理 業 態 平成 年度  

 

 廃棄物 処分場（ 間 業 分） 

設置市町村等 施設の   処理する 廃棄物の  処理能  

市 処分場 、不 み、 合 み 

 積    

 量     

中津市 処分場 

え 、汚 、廃 ラ 、 く

、 く 、 く 、動 物 さ、が

れき 、 い 、 に

規定する廃棄物と の 状を有する

廃棄物 

 積    

 量    
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 廃棄物処理施設 置 （市町村等 管分） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A み処理施設 
B 大 み処理施設 
C 廃棄物 処分場 
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     地震が発生した場合には、管 が れや 状化等で し、 水処理施設が できなく

なる 能 が るため、し尿処理施設の方が活 の 能 が いと えます。 

     大分県内では 施設のし尿処理施設が し、 日の処理能 を有しています。 

 

 し尿処理施設（市町村等 管分） 

設置市町村等 施設  
処理能
（ 日） 

開
年度 

地  

大分市 大分市大 処理場    

市 市 イ     

中津市 中津市清掃     

日 市 日 市環境衛生     

市     

市 市し尿等 処理施設    

津 見市 し尿等 処理施設    

市 市衛生     

後 市 後 市     

市 市環境衛生     

後大 市 後大 市 化     

国東市 国東市し尿処理場    

村 村し尿処理場    

大分環境衛生組合 大分環境衛生     

速見環境 化組合 速見環境 化     

重行 務組合 環境衛生     

合計  施設    

出 環境省 廃棄物処理 業 態 平成 年度  

備 廃 ・ している施設は く 
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 し尿処理施設 置 （市町村等 管分） 
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 第 節 す す 災害及び災害廃棄物の 量（１－ － ） 

 

  １ 災害 

  （１） す 災害の  

    平成２９年１２月に国の地震 進本 から「中 の長期 （

）」 されました。この中 の長期 の見直しによる大分県への影響と対

策について県が大分県有 会 を設置して行った大分県地震被害想定 （平成３１年

）に基づき、次のとおり災害の規模を想定します。 

 

 中 による地震  イ 日出生 による地震 

 年 － 平 による地震   南海トラフの 大地震 

 防 による地震   レ ト内地震 

 

 想定する災害の と規模 

想定地震  

（  

地震発生確率

（ 年以内） 

イ  

中 による地震 （ ） ぼ ％ 活  

日出生 による地震  ぼ ％ 活  

年 － 平 による地震  ％以  活  

南海トラフの 大地震 （ ） ％ ％ 海  

防 による地震 （ ） ％ ％ 活  

レ ト内地震  － 海  

備 （  ）は津波波 （津波の発生に関 した地 動 ）での  

 

 想定される地震動 

想定地震 大震度 震度 以上が想定される地  

中 による地震  大分市、 市、 市、 市、 市、 

市、国東市、日出町、 重町、 町 

日出生 による地震  大分市、 市、中津市、 市、 市、 

市、 市、日出町、 重町、 町 

年 － 平 による地震  大分市、日 市、 市、 後大 市、 市、 

重町、 町 

南海トラフの 大地震  大分市、 市、 市、 市、 市、 

後大 市 

防 による地震  中津市、 後 市、 市、国東市 

レ ト内地震  大分市、 市、 市、 市、津 見市、 

市、 市、 後大 市、 市、日出町 
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中 による地震時の地震分  

 

 
日出生 による地震時の地震分  

 

 
年 － 平 による地震時の地震分  

 

 
南海トラフの 大地震時の地震分  

（ ） 

 

 
防 による地震時の地震分  

（ ） 

 

 
レ ト内地震時の地震分  

（ ） 

 想定される地震災害  
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  （２）災害廃棄物 量  

     

     計画に いる災害廃棄物発生量は、 物の や火災など地震を直 の として発生す

る災害廃棄物（以 「直 災害廃棄物」という。）に津波堆積物を えたものとします。直

災害廃棄物は大分県地震被害想定 （平成 年 ）に された災害廃棄物量とし、

津波堆積物は、内 南海トラフ地震による津波堆積物量予測 （内 ）とします。 

     なお、中 による地震及び 防 地震による津波堆積物量は、大

分県地震津波被害想定における津波被害の災害廃棄物発生量 率により予測しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備 環境省災害廃棄物対策指針（平成 年 月）  

 災害廃棄物 計フ  

 

     

     南海トラフ地震では、 の地震規模を想定した場合、 の直 災害廃棄物と

の津波堆積物、合計で の災害廃棄物が発生すると予想されます。本県では 年

間に 度（平成 年度 ）の 廃棄物が発生しているので、これは、 つの災害

により 年分に する廃棄物が 度に発生することを しています。 

 

  

災害廃棄物発生量 大分県地震被害想定

平成 年 、 市町村の

被害、 発生量 

南海トラフ地震による津波堆積物量  

内 南海トラフ地震による津波堆積物量予測

（ 大 ）を  

災害廃棄物の 合  

 
 状化・

れ・津波 

火災 

 非  

物 ％ ％ ％ 

不 物 ％ ％ ％ 

トがら 

％ ％ ％ 

 ％ ％ ％ 

 ％ ％ ％ 

災害廃棄物 ・市町村 発生量の 出 

直 災害廃棄物 津波堆積物 

大分県地震被害想定 （平成 年

）、 市町村の 被害、

発生量、 津波 の 率 

中 による地震、南海トラフの 大
地震、 防 地震による市町村 津波
堆積物量の 出 
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 南海トラフの 大地震による災害廃棄物と津波堆積物発生量 

 

  

津波堆積物 

災害廃棄物 

 

災害廃棄物と津波堆積物の発生量の合計が ト 以上となる市町村を  
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 災害廃棄物発生量（ 計 ） 

  

物被害  

市町村  
れ  状化  津波   

       

大分市         

市         

中津市         

日 市         

市         

市         

津 見市         

市         

後 市         

市         

市         

後大 市         

市         

国東市         

村         

日出町         

重町         

町         

合計         

 

災害廃棄物発生量  

市町村  

災害廃棄物 重量（ ） 津波堆積物

量（ ） 
物 不 物 

トがら 
  合計 

大分市        

市        

中津市        

日 市        

市        

市        

津 見市        

市        

後 市        

市        

市        

後大 市        

市        

国東市        

村        

日出町        

重町        

町        

合計        

備 の関 で、合計が しない場合が る。 
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物被害  

市町村  
れ  状化  津波   

       

大分市     － － －  

市     － － －  

中津市     － － －  

日 市     － － －  

市     － － －  

市     － － －  

津 見市     － － －  

市     － － －  

後 市     － － －  

市     － － －  

市     － － －  

後大 市     － － －  

市     － － －  

国東市     － － －  

村     － － －  

日出町     － － －  

重町     － － －  

町     － － －  

合計     － － －  

 

災害廃棄物発生量  

市町村  

災害廃棄物 重量（ ） 津波堆積物

量（ ） 
物 不 物 

トがら 
  合計 

大分市       － 

市       － 

中津市       － 

日 市       － 

市       － 

市       － 

津 見市       － 

市       － 

後 市       － 

市       － 

市       － 

後大 市       － 

市       － 

国東市       － 

村       － 

日出町       － 

重町       － 

町       － 

合計       － 

備 の関 で、合計が しない場合が る。 
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 －  

物被害  

市町村  
れ  状化  津波   

       

大分市     － － －  

市     － － －  

中津市     － － －  

日 市     － － －  

市     － － －  

市     － － －  

津 見市     － － －  

市     － － －  

後 市     － － －  

市     － － －  

市     － － －  

後大 市     － － －  

市     － － －  

国東市     － － －  

村     － － －  

日出町     － － －  

重町     － － －  

町     － － －  

合計     － － －  

 

災害廃棄物発生量  

市町村  

災害廃棄物 重量（ ） 津波堆積物

量（ ） 
物 不 物 

トがら 
  合計 

大分市       － 

市       － 

中津市       － 

日 市       － 

市       － 

市       － 

津 見市       － 

市       － 

後 市       － 

市       － 

市       － 

後大 市       － 

市       － 

国東市       － 

村       － 

日出町       － 

重町       － 

町       － 

合計       － 

備 の関 で、合計が しない場合が る。 
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 の  

物被害  

市町村  
れ  状化  津波   

       

大分市         

市         

中津市         

日 市         

市         

市         

津 見市         

市         

後 市         

市         

市         

後大 市         

市         

国東市         

村         

日出町         

重町         

町         

合計         

 

災害廃棄物発生量  

市町村  

災害廃棄物 重量（ ） 津波堆積物

量（ ） 
物 不 物 

トがら 
  合計 

大分市        

市        

中津市        

日 市        

市        

市        

津 見市        

市        

後 市        

市        

市        

後大 市        

市        

国東市        

村        

日出町        

重町        

町        

合計        

備 の関 で、合計が しない場合が る。 
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物被害  

市町村  
れ  状化  津波   

       

大分市         

市         

中津市         

日 市         

市         

市         

津 見市         

市         

後 市         

市         

市         

後大 市         

市         

国東市         

村         

日出町         

重町         

町         

合計         

 

災害廃棄物発生量  

市町村  

災害廃棄物 重量（ ） 津波堆積物

量（ ） 
物 不 物 

トがら 
  合計 

大分市        

市        

中津市        

日 市        

市        

市        

津 見市        

市        

後 市        

市        

市        

後大 市        

市        

国東市        

村        

日出町        

重町        

町        

合計        

備 の関 で、合計が しない場合が る。 
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物被害  

市町村  
れ  状化  津波   

       

大分市     － － －  

市     － － －  

中津市     － － －  

日 市     － － －  

市     － － －  

市     － － －  

津 見市     － － －  

市     － － －  

後 市     － － －  

市     － － －  

市     － － －  

後大 市     － － －  

市     － － －  

国東市     － － －  

村     － － －  

日出町     － － －  

重町     － － －  

町     － － －  

合計     － － －  

 

災害廃棄物発生量  

市町村  

災害廃棄物 重量（ ） 津波堆積物

量（ ） 
物 不 物 

トがら 
  合計 

大分市       － 

市       － 

中津市       － 

日 市       － 

市       － 

市       － 

津 見市       － 

市       － 

後 市       － 

市       － 

市       － 

後大 市       － 

市       － 

国東市       － 

村       － 

日出町       － 

重町       － 

町       － 

合計       － 

備 の関 で、合計が しない場合が る。 
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 （ ） 量の の  

     

     大分県地震被害想定 （平成 年度 ）に された 計 法は以 のとおりです。 

 

 仮設トイレ 要を、 生活 を指 として 定した。なお、 生活 のう 自 が れて

おら 、かつトイレが水 化されていない（ 水道が 及していない） は、自 に れ トイレ

能と え、次 により仮設トイレ 要を 出した。 

 

 仮設トイレ 要 （ ） 

  自 の 物被害を理 とする 生活 （ ） 

  ライフライ 支障を理 とする 生活 （ ） 水道 及率（トイレ 化率） 

 

 仮設トイレ 要量（基 ） 仮設トイレ 要 （ ）  

 仮設トイレ 要量（基 ） 仮設トイレ 要 （ ）  

 （ ・ 路大震災の 例から に１基 度を設置 要とした場合と、 におけるトイレの

確保・管理 イ ライ （内 （ ））による に 基 度を設置 要とした場合を想定した） 

 

出 大分県地震被害想定 （平成 年 ） 

 

     

     大分県地震被害想定 （平成 年度 ）に された、 地震における仮設トイレ

要量の 計 を以 に します。南海トラフ地震では仮設トイレが 基 要にな

ると 計されます。 

 

 仮設トイレ 要量 

  

市町村  

物 ライフライ  水道 

処理  

（ ） 

要  

 

（ ） 

 

（ ） 

 

（ ） 

 

（ ） 

 

（ ） 

基  

基  

基  

基  

大分市         

市         

中津市         

日 市         

市         

市         

津 見市         

市         

後 市         

市         

市         

後大 市         

市         

国東市         

村         

日出町         

重町         

町         

合計         

出 大分県地震被害想定 （平成３１年 ）  整の関 から合計が しない場合が る。 
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 （ ） 量の の  

     

     大分県地震被害想定 （平成 年度 ）に された 計 法は以 のとおりです。 

 

 仮設トイレ 要を、 生活 を指 として 定した。なお、 生活 のう 自 が れて 仮設トイレ 要を、 生活 を指 として 定した。なお、 生活 のう 自 が れて

おら 、かつトイレが水 化されていない（ 水道が 及していない） は、自 に れ トイレ

能と え、次 により仮設トイレ 要を 出した。 

 

 仮設トイレ 要 （ ） 

  自 の 物被害を理 とする 生活 （ ） 

  ライフライ 支障を理 とする 生活 （ ） 水道 及率（トイレ 化率） 

 

 仮設トイレ 要量（基 ） 仮設トイレ 要 （ ）  

 仮設トイレ 要量（基 ） 仮設トイレ 要 （ ）  

 （ ・ 路大震災の 例から に１基 度を設置 要とした場合と、 におけるトイレの

確保・管理 イ ライ （内 （ ））による に 基 度を設置 要とした場合を想定した） 

 

出 大分県地震被害想定 （平成 年 ） 出 大分県地震被害想定 （平成 年 ） 

 

     

     大分県地震被害想定 （平成 年度 ）に された、 地震における仮設トイレ

要量の 計 を以 に します。南海トラフ地震では仮設トイレが 基 要にな

ると 計されます。 

 

 仮設トイレ 要量 

  

市町村  

物 ライフライ  水道 

処理  

（ ） 

要  

 

（ ） 

 

（ ） 

 

（ ） 

 

（ ） 

 

（ ） 

基  

基  

基  

基  

大分市         

市         

中津市         

日 市         

市         

市         

津 見市         

市         

後 市         

市         

市         

後大 市         

市         

国東市         

村         

日出町         

重町         

町         

合計         

出 大分県地震被害想定 （平成３１年 ）  整の関 から合計が しない場合が る。 
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市町村  

物 ライフライ  水道 

処理  

（ ） 

要  

 

（ ） 

 

（ ） 

 

（ ） 

 

（ ） 

 

（ ） 

基  

基  

基  

基  

大分市         

市         

中津市         

日 市         

市         

市         

津 見市         

市         

後 市         

市         

市         

後大 市         

市         

国東市         

村         

日出町         

重町         

町         

合計         

出 大分県地震被害想定 （平成３１年 ）  整の関 から合計が しない場合が る。 

 

 －  

市町村  

物 ライフライ  水道 

処理  

（ ） 

要  

 

（ ） 

 

（ ） 

 

（ ） 

 

（ ） 

 

（ ） 

基  

基  

基  

基  

大分市         

市         

中津市         

日 市         

市         

市         

津 見市         

市         

後 市         

市         

市         

後大 市         

市         

国東市         

村         

日出町         

重町         

町         

合計         

出 大分県地震被害想定 （平成３１年 ）  整の関 から合計が しない場合が る。 
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 の  

市町村  

物 ライフライ  水道 

処理  

（ ） 

要  

 

（ ） 

 

（ ） 

 

（ ） 

 

（ ） 

 

（ ） 

基  

基  

基  

基  

大分市         

市         

中津市         

日 市         

市         

市         

津 見市         

市         

後 市         

市         

市         

後大 市         

市         

国東市         

村         

日出町         

重町         

町         

合計         

出 大分県地震被害想定 （平成３１年 ）  整の関 から合計が しない場合が る。 

 

  

市町村  

物 ライフライ  水道 

処理  

（ ） 

要  

 

（ ） 

 

（ ） 

 

（ ） 

 

（ ） 

 

（ ） 

基  

基  

基  

基  

大分市         

市         

中津市         

日 市         

市         

市         

津 見市         

市         

後 市         

市         

市         

後大 市         

市         

国東市         

村         

日出町         

重町         

町         

合計         

出 大分県地震被害想定 （平成３１年 ）  整の関 から合計が しない場合が る。 
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市町村  

物 ライフライ  水道 

処理  

（ ） 

要  

 

（ ） 

 

（ ） 

 

（ ） 

 

（ ） 

 

（ ） 

基  

基  

基  

基  

大分市         

市         

中津市         

日 市         

市         

市         

津 見市         

市         

後 市         

市         

市         

後大 市         

市         

国東市         

村         

日出町         

重町         

町         

合計         

出 大分県地震被害想定 （平成３１年 ）  整の関 から合計が しない場合が る。 
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  ２ 害 

    平成 年度以 の大分県における災害廃棄物の施設 量は のとおりです。平成

年度、平成 年度、平成 年度の要 は水害によるもので り、平成 年度の で

は、 本県で の災害廃棄物が発生しており、県内で の被害は十分 こりうるものと

えられます。 

    内 の市町村では、 のとおり、地震災害による災害廃棄物発生量 計 の 大

より水害による災害廃棄物発生量（ ）の方が多くなるとこ も り（地震災害による災害

廃棄物発生量 計 は を ）、地震災害による被害が ないと想定されている市町

村においても、 の水害等による被災状 を まえ十分な対策を ることが 要です。 

   
出 環境省 廃棄物処理 業 態 平成 年度  

 大分県における災害廃棄物  

 

 大分県における平成 年度災害廃棄物発生量 

市町村  
合  計 

（内 ） 

く  く  
トがら 

の  

がれき  
合 み み 不 み 

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 

合計         

中津市         

日 市         

市         

市         

津 見市         

市         

 

 

 

 

( )
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市町村  

（内 つづき） 

大 み 
 
 

 イ  
の  

 
火   の  

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 

合計         

中津市         

日 市         

市         

市         

津 見市         

市         

出 環境省 廃棄物処理 業 態 （平成 年度） 

 

 

 

年の 化する ・ 災害に対 するため、国 省 管の「堆積 業」と環境

省 管の「災害廃棄物処理 業」が して、 レ 流 り の （ 業）を行っ

ています。 業では国 における の ト 化や の 素化によって

を 率化し、地方 体の 務 を することを としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出 平成 年 月 日 「堆積 業（国 省 管）及び災害等廃棄物処理 業（環境省 管）が す

る場合においての国 に たっての （ ）」 

 

 業における 業 積 内   

「堆積 業」・「災害廃棄物処理 業」の について 
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 第 節 災害廃棄物 量 廃棄物 の （１－ － ） 

 

  １ の  

  （１） 的 災害廃棄物 の  

    基本 な災害廃棄物処理の流れは以 のとおりです。災害廃棄物のう 、 ト、

、 、 質 等の 化物については、 廃棄物処理施設での中間処理が

なことから、 間の 化を行う 業 に することになります。 廃棄物処理施設で対

するのは、 に 対 物と 立対 物になります。 

 災害廃棄物の処理の流れ  

災害廃棄物処理の開  

 

 
に  

中間処理（ ・ ） 

化物 

・ ト 

・  

・  

・ 質  等 物 

対 物  

不 物 

立対 物  

中間処理（ ）自 内 

は  

処分 
自 内 は  

 

化 

取り いに が 要となる 
廃棄物の処理 
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  （２）災害廃棄物  

    南海トラフ地震が発生した場合の災害廃棄物処理フ は以 のとおりです。なお、本フ

の は で り、 際に災害が こった場合の処理量の です。 

（ ） 

 

 

備 「東日本大震災津波により発生した災害廃棄物の 県における処理の 」に された災害廃棄物の 処理 

フ を に設定した。 

 

物 施設 は仮設 等で 処理 

         は 処分 は復興 等として有  

不 物 立処分 は復興 等として有  

 質 もしくは として再  

トがら 復興 等として有 （防 、道路路盤 等） 

津 波 堆 積 物 復興 等として有 （ 、 地基盤 等） 

 再生 として有  

 

     処理フ （南海トラフ地震） 

  

災害廃棄物等 廃棄物

物 処理

災害廃棄物 物

物 物

等
・

等
に

る

（ ）

処理

（復興 ）

（ ）

処理⽅法 処理
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  （ ） の の  

    以 では、再生 以 の と 立に関する処理能 について、災害廃棄物発生量と

廃棄物処理施設の能 を することにより、災害時における廃棄物処理施設の 状や を

らかにします。 

    災害廃棄物発生量と 廃棄物処理施設能 の を行うに たっての は以 のと

おりです。 は被災状 によって大きく なりますので、 際に災害が こった場合は、ま

廃棄物処理施設の被災状 を確 した上で計画を策定することとなります。 

      

     対 は、市町村及び 務組合の 廃棄物処理施設とします。 間の 廃棄物処

理施設及び 業廃棄物処理施設（特例 廃棄物処理施設 む）については、処理能 や処理

の重 が ることから、 の対 から することとします。 

     の  

     施設の す てを災害廃棄物処理に活 し、 みの質や施設の 化、被災による能

の がないことを の とします。これは、施設能 をフ に発 することで り、

次のとおり施設の や に関しても、支障がないことを するものです。 

      施設や に被災がなく、 要 や 、 などの が確保されている。 
     イ 廃棄物の量に見合った 体制が確保され、道路など トに被害がない。 
  （ ）  

     

     施設の に たっては、施設能 をフ に発 することを としていますが、

みと災害廃棄物では 状が大きく なり、 合処理する場合、 ％処理能 を発 する

ことは と えられています。このため、次のとおり の から 出される を

することとします。 

      処理能 が 100％確保される場合（ 率 30％） 
     イ みに災害廃棄物を 10％ さ た場合 
     災害廃棄物を 処理できる量は、市町村等が 有する 廃棄物 施設で施設能 を

フ に活 した場合、 年と 測されます。 常 みに対する 率を ％と仮定

した場合の 廃棄物 施設災害廃棄物処理 能量は 年となります。 

 

日  日 年 

処理期間 年 災害廃棄物の 大処理期間を 年間とすると、 設 の機能 復及び

災害廃棄物の 等の 及び処理の きで か月 度要するため、処

理期間を 年とした。 

災害廃棄物処理量 処理期間 年  

  



１－ 39

1－3  
 

 市町村 廃棄物 施設市町村 計による災害廃棄物処理量の 計 

設置市町村等 

  

処理能  

（ 日） 

 

  

年間処 

理能  

（ 年） 

 

  

処理 

 

（ 年） 

 

を て活  常 みの１０％  

 

（ 年） 

 

災害廃棄物 

処理 能量 

（ 年） 

 

 

（ 年） 

（ １） 

災害廃棄物 

処理 能量 

（ 年） 

 

 
       

       

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 
       

 

 
       

合計 施設        

備 津 見市 化施設は災害廃棄物処理が期 できないことから、 対 から した。 
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     廃棄物 処分場により、災害廃棄物を処理できる量は以 のとおりで り、

となります。 

 

災害廃棄物 処分 能量 
量－（年間 立 年） 

年間で 要となる 廃棄物の 立 量を し いた量とした。 

 

 市町村 廃棄物 処分場市町村 計による災害廃棄物処分量の 計 

設置市町村等 

体 量 

 

 

立 量 

を む  

年度  

 

量 

 

 

年後 

量  

 

大分市 

    

    

    

市     

中津市     

日 市     

市 
    

    

市     

津 見市     

市     

市     

国東市     

速見地  

市町村 務組合 
    

重行 務組合     

合計 施設     
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     県 のし尿処理施設におけるし尿受 能量は以 のとおりで り、受 能量は合計で

日です。 

 

 し尿処理施設の処理 能量の 計 

設置市町村等 

平成 年度 

処理量 

年度  

日量  

日  

 

処理能  

日  

 

受 能量 

日  

 

率 

 

大分市      

市  
  － 

  
－ －  

中津市      

日 市      

市      

市      

津 見市      

市      

後 市      

市      

後大 市      

国東市      

村      

大分環境衛生組合      

速見環境 化組合      

重行 務組合      

合計 施設      

備 ）日量 平成 年度処理量 日 

） 市し尿処理場 （ 市上 ）は平成 年度で廃 が見 まれ、 市 イ

（ 市 ）が平成 年度から 開 予定で る。平成 年度処理量と日量 は上 の を、処

理能 は の を いて受 能量を 計した。 
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1－  
 

  ２ 量 の  

  （１）  

    物量（ 対 物量）と市町村 廃棄物 施設での処理 能量を すると の

とおりで り、南海トラフの 大地震で発生する 物は、 年では処理が できないと 測

されます。 

 
 市町村 物量と市町村 施設処理 能量との  

市町村  

物量（ 対 物量）  災害廃棄物 

処理 能量 

（ 年） 

中

による地

震 

日出生

によ

る地震 

年

平

によ

る地震 

南海トラ

フの 大

地震 

防

による地

震 

レ ト

内地震 

す

て 
 

大分市         

市         

中津市         

日 市         

市         

市       － － 

津 見市       － － 

市       － － 

後 市         

市       － － 

市         

後大 市         

市       － － 

国東町         

村         

日出町       － － 

重町       － － 

町         

計         

備 ） の関 で、合計が しない場合が る。 

） 速見地 市町村 務組合の施設は 市に、 重行 務組合の施設は 町に めた。 

）津 見市 化施設は災害廃棄物処理が期 できないことから、 対 から した。 
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  （２）  

    処理の 生 た、 処分対 となる不 物量及び 物の により発生した

量と 処分場での処分 能量を すると のとおりで り、南海トラフの 大地震で発

生する 立対 物は、 の 処分場の規模で対 能と 測されます。 し、 の

処分場は 年廃棄物が め立てられ、 量が していくことから、発災時に十分確保で

きているかは不 です。 

 
 市町村 立対 物量と市町村 廃棄物 処分場処分 能量との （ の ） 

（ ） 

市町村  

 立対 物 

市町村 

災害廃棄物 

処分 能量 

中  

による地震 

日出生  

による地震 

年 平  

による地震 

不  

物量  量  
計 

不  

物量  量  
計 

不

物量  量  
計 

大分市           

市            

中津市           

日 市           

市           

市           

津 見市           

市           

後 市           

市           

市           

後大 市           

市           

国東町           

村           

日出町           

重町           

町            

合計           

備 不 物量（ 立対 物量）は 県の より不 物量の ％とした。 

量 発生率 ％、 重 として 出した。 

速見地 市町村 務組合の施設は 市に、 重行 務組合の施設は 町に めた。 

の関 で合計が しない場合が る。 
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 市町村 立対 物量と市町村 廃棄物 処分場処分 能量との （ の ） 
（ ） 

市町村  

 立対 物 

市町村 

災害廃棄物 

処分 能量 

南海トラフの 大地震 
防  

による地震 
レ ト内地震 

不  

物量  量  
計 

不  

物量  量  
計 

不 物

量  量  
計 

大分市           

市           

中津市           

日 市           

市           

市           

津 見市           

市           

後 市           

市           

市           

後大 市           

市           

国東町           

村           

日出町           

重町           

町           

合計           

備 不 物量（ 立対 物量）は 県の より不 物量の ％とした。 

量 発生率 ％、 重 として 出した。 

の関 で合計が しない場合が る。 
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  （１）  

    から、南海トラフの 大地震が発生した場合、 市町村等が 有する 廃棄物

施設での対 は で るとともに、大分県 体の市町村 廃棄物 施設を して処

理を行っても３年では処理が しない となっています。 

    本 は、 廃棄物 施設が被災していないことを に行っており、 際には施設や

の被災により処理能 はさらに すると予想されます。このような 大災害が発生し

た場合は、 間施設での処理や を超えた 処理等についての が 要となることか

ら、発災 から体制を しておく 要が ります（「 ２  組 ・ 進体制」 ）。 

 

  （２）  

    南海トラフ地震が発生した場合、 計 による では、大分県 体の 廃棄物 処

分場を して処分すれ 対 は 能という となっています。しかし、市町村 の

では、処理能 に が ることから、市町村内での処理の は だと えます。 

    本 は、平成 年度の 量を基に しているうえ、 処分場が被災していないこ

とを に行っており、 際には 処分の進 や施設や の被災により処分 能量はよ

り なくなると予想されます。また、 処分場は確保が な施設で り、災害廃棄物を

立処分した場合、 常の 廃棄物処理に支障が生 る 能 が るため、再生 の の

進や 間の 処分場の活 など、 処分量を する 要が ります。 処分

対策として、 に不 物や の再生 方法、再生 活 トの確保等につ

いて を行っておく 要が ります（「 ３  処理 行計画の策定等」「  処理の

施」 ）。 
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第１章  

 

 第１節 災害廃棄物 す の （２－１－１） 

 

  １  

  （１）災害  

    県では、大規模災害が発生し、 は発生するお れが る場合、 対策を 合 かつ

中 に 施するため、災害対策基本法 ２３ の規定に基づき「大分県災害対策本 」を設置し、

県 の生 、 体及び の保 を ることとしています。災害対策本 の設置と 時に、分

との対策を進める ・ が設置されますが、災害廃棄物については、被災 救援 の廃棄

物対策 が災害廃棄物の 処理などの 務を処理することとなります。また、 要に 災害

対策本 に地 対策本 が設置されますが、保 が 地の衛生 などに することとな

ります。 

 

廃棄物対策 の 務分  

  関 体との 定に基づく災害廃棄物の 処理に関すること。 

  廃棄物処理施設の被害状 の に関すること。 

  の への に関すること。 

  の 廃棄物対策に関すること。 

 

    なお、廃棄物対策 は、災害対策本 の中に って上 務分 や本 関 との 整に

しますが、これらの業務の 進に たっては、廃棄物対策 の で国や市町村との 整や

被災市町村に対する支援を行う体制が 要となることから、 のとおり、 環社会 進

内に「 務」、「 整」などの を置き、災害廃棄物処理を 進することとします。 
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－  
 

 

 大分県災害対策本 組  
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－3 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 被災 救援 廃棄物対策  

 

  （２）災害  

    災害廃棄物の処理の長期化により、災害 対策時から災害復旧・復興時に 行し、災害対策

本 散後も処理が して行われる場合は 廃棄物対策 に準 た 行体制を設置し、 き

き災害廃棄物処理を 進することとします。 

 

  ２ の  

    災害廃棄物の処理に たっては、被災した市町村だけでなく、 や指 または支援を行う県

においても、業務量の が見 まれます。特に、災害廃棄物は適 かつ迅速な処理が求められ

ており、仮置場や仮設の中間処理施設の設置 において、廃棄物処理法などに基づく指 が想

定されます。また、被災状 によっては、市町村から を受け、県が直 、災害廃棄物の処理

に たる 例も想定されることから、 要に て要 の確保に める 要が ります。なお、

仮置場、中間処理施設の設置においては、設計 などの 務も想定されることから、

務 や衛生 に え、 の確保も 要となります。 

  

環社会 進  務 災害対策本 との ・  

         災害廃棄物の処理に る県の関 との 整 

整 国との ・ 整 

         国や 自治体、関 体への支援要  

         国や 地 との  

市町村支援 被災市町村からの被災状 の 、支援要 を受け、 

          整・要 に  

         国 の きに関する イ と  

大分県災害対策本  

被災 救援 廃棄物対策  

行 処 理 被災市町村から 務 の が った場合に組  

地 災害対策本  

県保 や仮置場等での衛生管理 について イ 、 指  
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 第２節 （２－１－２） 

 

  １ 及び 目 

  （１）災害  

    県災害対策本 では、 及び を迅速かつ正確に行い の 化を るため、 合

整 として 合 整 を置き、本 長（ ）の 定に 要な を行うこととし

ています。 合 整 が する のう 、廃棄物に関 する な 及び の流れは

のとおりです。 

 県災害対策本 合 整 が ・ できる な災害・被害  

  の  

（イ） 被害・ 被害・火災・

がけ れ等に関する  

市町村、 防本 、 本 、自衛

、海上保 、地 災害対策本

務  

県災害対策本  

 

合 整  

合 整 に めている

本 、自衛 、海上保 、

大分地方 は

イ で 有 

（ ） 、 の場 等

に関する の  

市町村、 防本 、 本 、自衛

、地 災害対策本 務  

（ト） 、上・ 水道、 、

市 の被害及び 対策

の状 に関する  

市町村、 大分支社、 日

本 （ ）大分支 、大分

、 中津 支  

出 大分県地 防災計画より  

 

    県災害対策本 廃棄物対策 は、有害廃棄物やし尿、道路啓開など、 の い に対

し、また、今後の廃棄物処理の方 を するため、 や 物の 、廃棄物処理施

設の被災状 など、県災害対策本 に された災害・被災 を活 します。このう 災害廃

棄物処理対策に 要な は、 のとおり整理することができます。 

    なお、災害廃棄物の処理 体は市町村となることから、廃棄物対策 で した は、 要

に 市町村に し、 有を る 要が ります。 

 体制及び  

   

県災害対策本

 

・ 、 地 

・ の  

・仮設トイレ設置 

・仮置場設置場 の 定等 

・ 物の 及び  

・ 物の ・非 の   

・津波 水 積 

・災害廃棄物発生量等の  

・仮置場 要 積の 等 

・上 水道施設の被害状  

・ 水の状 と復旧の見 み 

・ 要道路・ の被害状 と復旧の見 み 

・仮設トイレ設置 

・仮置場設置場 の 定 

・ 体制の設定等 

被災市町村 

（廃棄物 ） 

・廃棄物処理施設（ み及びし尿）の被災状 、

復旧見 み、 要な支援内  

・市町村処理体制の  

・市町村支援体制の  

・仮置場設置状 （仮置場の 置と規模、 要な

支援内 ） 

・ 廃棄物 

・有害廃棄物の発生状  

・ 処理 の  
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  （２） （災害 ） 

    被災時における災害 ・被害 の ・ については、県地 防災計画の中で の方法

が されているとこ ですが、この中で、市町村の地 防災計画においても ・ に関す

る規定を設けるよう定められ、以 の 置を定めることとなっています。 

     災害 ・被害 の迅速・ 確な に関する 置 

     災害 ・被害 の迅速・ 確な県への に関する 置 

     県への が した場合の国（ 務省 防 ）への に関する 置 

 

  ２ の  

  （１） （災害 ） 

    県 環社会 進 は、平時において国や 地方環境 務 、県 市町村、 間関

体との 体制を整備する中で、災害発生時の や支援体制についても を進め、

体制を する 要が ります。 

    なお、 ・ ９県では「 ・ ９県における災害廃棄物処理等に る 支援 定」

を しています。また、 では環境省 地方環境 務 が する「大規模災害

廃棄物対策 会」において、 道 県間の 体制について を行うこと

とします。 

  （２）災害  

    被災時には、平時に した 体制に基づき、災害廃棄物処理に取組 でいくこととし

ます。なお、被災時における の 体制、 体制は、 及び

のとおりです。 

 

出 大規模災害発生時における 災害廃棄物対策行動計画 内における の り方  

年 月 大規模災害廃棄物対策 会 

 災害廃棄物処理に る な 体制例  
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 内 時の関 の対 ・役 について（  足 ） 

 

出 大規模災害発生時における 災害廃棄物対策行動計画 内における の り方  

年 月 大規模災害廃棄物対策 会  
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第２章  

 

 第１節 の （２－２－１） 

 

  １  

    本県では次のとおり県内市町村との間で「大分県及び市町村 間の災害時 援 定」を

し、支援体制を しています。 

大分県及び市町村 間の災害時 援 定  

（１） 日 平成 年 月 日 

（２） 体 県及び県内市町村 

（３） 援の内 （ ）  災害 対 に 要な の  

                           み及びし尿処理のための 及び施設の  

 

  ２  

    ・ ９県は「 ・ ９県における災害廃棄物処理等に る 支援 定」を し、

支援体制を しています。さらに、環境省 地方環境 務 を 務 とした「大規模災害廃

棄物対策 会」では「災害廃棄物対策行動計画」を策定し、 内にお

ける の り方を しています。 

 

・ ９県における災害廃棄物処理等に る 支援 定  

（１） 日 平成 年 月 日 

（２） 体 県、 県、長 県、 本県、 県、 県、 県及び 県 

（３） 援の内 の  

被災県における被災状 の や 要な支援の 及び 施 

仮設トイレの設置業 及びし尿 業 の 及び支援要 等に

る 整 

災害廃棄物（し尿を く）の 業 及び処理業 の 及び支援

要 等に る 整 

被災市町村の仮置場の管理・ 及び災害廃棄物の処理に関する  

に るものの か、被災県が 動対 として特に要 した  

 

   間  

    本県では、 間関 体５ 体と「大分県災害廃棄物処理の 援に関する 定」を してお

り、災害発生時に備え、 体制を しています。 

    方、市町村においても、（ 社）大分県 業 環 会との 定の が進められて

いることから、今後は、県、市町村ともに災害廃棄物処理対策を整備する中で、新たな 支援

体制を することとなります。 
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大分県災害廃棄物処理の 援に関する 定  

（１） 日 平成 年 月 日 

（２） 体 社 法 大分県 業廃棄物処理業 会 

         （ 社 法 大分県 業 環 会） 

（３） 援の内  災害廃棄物の 業 

                 災害廃棄物の ・ 業 

                 災害廃棄物の処分 業 

                 に伴う 要な 業 

 

大分県災害廃棄物処理の 援に関する 定  

（１）社 法 大分県 設業 会（ 社 法 大分県 設業 会） 
     日 平成 年 月 日 

     援の内   災害廃棄物処理に 要な 機 等の 及び っ  

                    イ 災害廃棄物処理に 要な の  
                     の 災害廃棄物の処理に関し 要な  
（２）大分県 物 体 業 組合 
     日 平成 年 月 日 

     援の内   災害廃棄物処理に 要な 機 等の 及び っ  

                    イ 災害廃棄物処理に 要な の  
                    の 災害廃棄物の処理に関し 要な  
（３）大分県環境整備 業 組合 
      日 平成 年 月 日 

      援の内   し尿、 化 汚 処理に 要な 機 等の 及び っ  

                     イ し尿、 化 汚 処理に 要な の  
                      の し尿、 化 汚 処理に関し 要な  
 
災害時における 化 の 復旧に関する 援 定  

（１） 日  平成 年 月 日 

（２） 体  法 大分県環境管理 会 

（３） 援の内  会及び 会 会 による 化 の 及び 態 の 施 

                  化 の 、 及び 復旧等に わる 会の 会 の  

                  会の 会 保有の仮設トイレの  

                  ３ に るものの か、 化 の 復旧に関する 要な行  

 

環 社会の 成の 進に関する 定  

（１） 日  平成 年 月 日 

（２） 体  平 ト 会社、津 見市 

（３） 定の内  災害廃棄物等の処理体制の整備 
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 第２節 の （２－２－２） 

 

  １ の （ 災害廃棄物 ） 

    「災害廃棄物 」に す の大まかな流れは以 のとおりです。なお、

災害状 が、特に を要し、かつ被災市町村の長が に規定する要 をおこなうことがで

きない状 に ると されるときは、県は被災市町村の要 を た 、 援を 施することが

できます。また、 市町村間で支援を行った場合は、県に支援内 等を してください。 

 

出 災害廃棄物処理  平成 年 月 大分県 

備 中の は災害廃棄物 に す イト で る。 

 の大まかな流れ 

 

県内市町村

１ 災 の
の 災 の

す

の が
（ が

）
（ 災の

害 ）

被災市町村 支援可能市町村 その他の市町村
－１ の

－２ （
災害 ）

の

災 の
２ 災

災 の

の

－ （ ） の

－ の

の
２

の

の

の
災

の
の （ ）

す

的

の
災 の

が す

の
の の

の
（ ）

災 の
（ ）

の
的

災 の 的の
災

的 の
の

の

支援組織 大分県

２ の の
災 （

す ）
す

の

（ の ）
の

の

間の

の
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（廃棄物処理施設等被害 、 場 ・ ・仮設トイレの 置計画 、し尿の

対 計発生量 、 の 及び 状 、災害廃棄物の 計発生量 、 みの 計発生量

）については、 のとおり。 

 

 定に基づく支援の （県が被災市町村から支援要 を受ける場合） 

 

  ２ の  

    被災市町村は支援 定に基づき県または の市町村から 援を受ける場合は、 要に 受

体制を整備する 要が ります。災害廃棄物関 では、 み及びし尿処理のための 等につい

ての受 が想定されますので、 場や の 行体制等について が 要となります。 

 

発災 

被災市町村 

災害廃棄物等発生状 の確  

支援要 の  

被災市町村が 援要 できない
場合は県 自の で支援 

援要 の受  

本県のみでの対 が と  

県 

県（被災 救援 廃棄物対策  

から災害対策本 に ） 

 

国、 県へ支援要  

 

援要 （ ・ 等） 

災害の状  

援の内  

援の機関 

援の場  

の 要な  

の 出（後日） 

 援要 の作成、

作成 

援 の支 い 

援の 施 災害廃棄物関  

災害 置に 要な の  

救 、 及び防 に 要な 機 及び物 の  

み及びし尿処理のための 及び施設の  

の 被災市町村の長から特に要 の ったもの 

援要 の市町村に対する要 内 の （被災

市町村に に要 するいとまがなく、 に対して

して 援の要 を する場合） 

被災市町村の求めに た処理経 の 時 え支
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第 章  

 

 本県では、次のとおり、国、県、市町村、関 体による 整組 を設けており、平時における

災害廃棄物対策については、これらの 組 を活 することとしています。 

 

 第１節 災害廃棄物 （２－ －１） 

  災害廃棄物処理に る の など、平時における県、市町村、関 体間の 整組 とし

て、大分県災害廃棄物処理対策 会 を設置しています。 

  、災害廃棄物処理計画の策定や仮置場 地の 定などの取組が求められていることから、

会を の場として活 することにより、 自治体への支援を ることとします。また、災害

を想定した の 施など、関 機関の 化に けた活動を 進していくこととします。 

 

 １ の目的 

   震災等の災害廃棄物について適正・迅速な処理を行うため、災害廃棄物対策の を行う。 

 

 ２ の  

   大分県、県 市町村 、 社 大分県 業 環 会、 社 大分県 設業 会、大分

県環境整備 業 組合、大分県 物 体 業 組合、 社 大分県環境管理 会 

 

   

  （１）災害廃棄物等処理 計画 

  （２）災害廃棄物処理体制、 支援体制の整備に けた  

  （３） の 会 を 成するために 要な  

 

 第２節 （２－ －２） 

  風や 中 等に伴って、 の上中流 等から発生する流 等の みの処理は 施設の管理

等が行うこととされていますが、発生地 と被害地 が なることや処理に多大の を要すること

などから、早期の適正処理は な状 が発生しています。このため、県 の海 ・海 における

流 み等の対策について していくため、「大分県流 等処理対策 会 」を設置しています。 

 

 １ の目的 

   県 の海 ・海 における 流 み等の対策について を行う。 

 

 ２ の  

   （国の機関）国 省 地方整備 大分 国道 務 管理 長、国 省 地

方整備 ・ 整備 務 務 長、大分海上保 長 

   （県の関 ）生活環境  生活環境 、 環社会 進 長、 水  村基盤整

備 長、 業管理 長、 村整備 長、  設 策 長、 長、 長 

   （ 要に ）地 会の会長、市町村 長、大分県 業 組合 務理 及び（ 社）

をきれいにする会 務 長等 

 

   

  （１）流 等処理対策についての ・   

  （２）関 機関において 施する対策の 整 

  （３）地 会の活動に関する  

  （ ） の 、 の 及び の 要な  
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第 章 の  

 

 第１節 の （２－ －１） 

  平時（災害予防）の では災害廃棄物処理を に進めるための を、発災直後の災害 対

策時は を要する を、災害復旧・復興時については、 不足が の不 につながらない

よう処理体制や処理の進 状 などについて、 を行います。 

 

  １ （災害 ） 

    災害廃棄物処理を に進めるために 要な以 のような について、 及啓発・ に

めるものとします。 

  （１）県内における災害廃棄物の発生量の予測 

  （２）仮置場の 要  

  （３）処理、処分方針の  

  （ ）災害廃棄物対 に関する 例  等 

 

  ２ 災害  

    災害 対策時は を要する から に を行います。 

  （１） 物・有害物質への対 、衛生確保に関する  

  （２）仮置場への についての  

  （３）災害廃棄物に関する い合わ  

  （ ）廃棄物の適正処理についての  

  （５） きの  等 

 

   災害  

    災害復旧・復興時については、 不足が の不 につながらないよう、処理体制や処理の

進 状 等についての を行います。 

  （１）災害廃棄物発生量、処理体制等の  

  （２）災害廃棄物処理の進 状 と今後の  等 

 

 第２節 （２－ －２） 

  市町村 、 、イ ト、 の への り出し、 等の多 な

を います。 

  対 時の を有する 発 に たっては、上 に え や 、防災行 （

）等を て します。 
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第 章 の  

 

 災害発生時において、災害廃棄物処理計画に基づく廃棄物処理を に 行していくためには、平時

から や を 、処理体制や役 など計画に基づく行動内 を確 する 要が ります。特に、

県の役 は、被災市町村からの支援要 の確 、 の市町村、 間関 体への 援要 など支援・

整機能が中 となることから、県 だけでなく、市町村、 間関 体 など関 体となった

を 施する 要が ります。 や の内 については、 による 会や 上 などを

、災害廃棄物対策 に対する を めるものとします。なお、 や を て られた

や は、災害廃棄物処理計画の見直しに することとします。 

 



a



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３編 処理実行計画の策定等 

 

  



a
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第１章 災害廃棄物 の  

 

 第１節 災害 の の （ －１－１） 

  災害発生後の 務の流れは、次のとおり整理することができます。災害発生直後の では、体制

が され、 が速やかに 施されるとともに、 対 として、救 活動や道路啓開への

も 要となります。このような中、災害廃棄物の処理については、廃棄物の発生量や廃棄物処理施

設の被災状 など、 な状 を まえ、処理の 施 体や処理の内 など、早期に廃棄物処理の方

を 定することが 要となります。 

 

 災害発災後の 務の流れ 

役割に応じた事務の執行

〇 調整・支援業務

→ 許認可等の開始

→ 予算措置（補助事業活用）

→ その他廃棄物処理に係る支援

〇 災害廃棄物処理（事務受託の場合）

→ 収集運搬体制整備

→ 仮置場（集積所）の設置・管理運営

→ 仮設処理施設の設置事務着手

→ 環境モニタリングの開始

災

体

災害廃棄物

の

情報収集

処理の

・協

処理の

定

災害廃棄物処

理体

〇事前準備 → 計画策定、体制構築、各種協定等

※市町村における災害廃棄物処理計画策定の要請

※災害廃棄物処理に係る広域的な対応訓練等（机上訓練）など

大分県災害対策本部（廃棄物対策班）

○廃棄物処理施設の被災状況

〇市町村被災状況

〇市町村内情報収集

〇県への報告

○救難活動・道路啓開などへの協力

〇し尿処理対策の広域調整

〇有害物質使用事務所の被災状況把握

〇救難活動・道路啓開などへの協力

〇し尿処理応援要請等

〇仮置場設置（緊急対応分）

市町村災害対策本部

〇災害廃棄物概数把握

〇推計支援（必要に応じて推計実施）
〇推計実施

〇方向性の検討・市町村協議（域内処理・広

域処理、事務受託）
〇方向性の検討・県協議（域内処理・広域処

理、事務委託など）

〇方向性の決定

〇役割分担等（県 → 支援業務の継続 または 事務の一部受託による県による執行など）

役割に応じた体制整備

〇 調整・支援業務

→ 市町村・民間団体への協力要請

→ 国、隣接県への協力要請

→ 市町村実施計画策定支援

→ 許認可等の準備

→ 予算検討（補助事業活用）

〇 県による直接執行（事務の受託）

→ 廃棄物処理実行計画策定

→ 事務受託手続き など

役割に応じた体制整備

〇 直接執行分

→ 廃棄物処理実行計画策定

〇 事務委託分

→ 事務委託手続き

〇 共通事務

→ 許認可等の準備

→ 予算検討（補助事業活用）など災害廃棄物処

理 定

災害廃棄物処

理の

役割に応じた事務の執行

〇 災害廃棄物処理

→ 収集運搬体制整備

→ 仮置場（集積所）の設置・管理運営

→ 仮設処理施設の設置事務着手

→ 環境モニタリングの開始

〇 共通事務

→ 許認可等の開始

→ 予算措置（補助事業活用）

進行管理等
〇進行管理

〇支援体制・廃棄物処理実行計画見直し
〇進行管理

〇支援体制・廃棄物処理実行計画見直し

発災 県 市町村

災

災

災
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 第２節 災害廃棄物 の （ －１－２） 

 

  １ の  

    災害廃棄物処理 行計画は、発災後、国の策定する「災害廃棄物の処理指針（ ラ ）」

を まえ、被災状 に た処理の基本方針や災害廃棄物の 体 な処理作業を被災市町村また

は 務 を受けた県が 体 に定めるものです。このように 行計画は、基本 には国の指針

を まえて策定するものですが、国からの処理指針の がない場合で っても、 行計画が災

害廃棄物の適正かつ計画 処理に 要なもので ることを まえ、災害の規模に て、災害廃

棄物処理の 施 体において策定の を行います。 

    災害廃棄物処理 行計画の策定に たっては、県は市町村に対し支援を行います。また、大規

模災害で被災市町村のみでは処理が で り、 な対 が 要となる場合は、県が災害廃

棄物処理 行計画を策定し、災害廃棄物処理の 体 な進行管理を行います。 

    なお、災害廃棄物処理 行計画は、処理の進行に伴い、定期 に見直しを行います。 

 

 

 

 

       国           市町村           県 

 

 

 

 

                            （ な対 が 要な場合） 

 

 

 

 

 

 

       国           市町村           県 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 災害廃棄物処理 行計画の策定 

大規模災害 

市町村災害廃棄物 

処理 行計画策定 

災害廃棄物の処理指針 

策定支援 

大規模災害 

災害廃棄物処理の 

務  

災害廃棄物の処理指針 

大分県災害廃棄物 

処理 行計画策定 

大分県災害廃棄物 

処理 行計画策定 

国が処理指針を さない
場合でも災害の規模や対
期間などを し計画

を策定する。 

国が処理指針を さない
場合でも 要に て計
画策定 
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 第２節 災害廃棄物 の （ －１－２） 

 

  １ の  

    災害廃棄物処理 行計画は、発災後、国の策定する「災害廃棄物の処理指針（ ラ ）」

を まえ、被災状 に た処理の基本方針や災害廃棄物の 体 な処理作業を被災市町村また

は 務 を受けた県が 体 に定めるものです。このように 行計画は、基本 には国の指針

を まえて策定するものですが、国からの処理指針の がない場合で っても、 行計画が災

害廃棄物の適正かつ計画 処理に 要なもので ることを まえ、災害の規模に て、災害廃

棄物処理の 施 体において策定の を行います。 

    災害廃棄物処理 行計画の策定に たっては、県は市町村に対し支援を行います。また、大規

模災害で被災市町村のみでは処理が で り、 な対 が 要となる場合は、県が災害廃

棄物処理 行計画を策定し、災害廃棄物処理の 体 な進行管理を行います。 

    なお、災害廃棄物処理 行計画は、処理の進行に伴い、定期 に見直しを行います。 

 

 

 

 

       国           市町村           県 

 

 

 

 

                            （ な対 が 要な場合） 

 

 

 

 

 

 

       国           市町村           県 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 災害廃棄物処理 行計画の策定 

大規模災害 

市町村災害廃棄物 

処理 行計画策定 

災害廃棄物の処理指針 

策定支援 

大規模災害 

災害廃棄物処理の 

務  

災害廃棄物の処理指針 

大分県災害廃棄物 

処理 行計画策定 

大分県災害廃棄物 

処理 行計画策定 

国が処理指針を さない
場合でも災害の規模や対
期間などを し計画

を策定する。 

国が処理指針を さない
場合でも 要に て計
画策定 

3－3 
 

  ２ の  

災害廃棄物処理 行計画においては、災害の 要と災害廃棄物の 、発生量 計 、処理期

間、処理の基本方針などの基本 とともに、 、処分方法や処理の流れなどの 体 な

施 の整理を行い、処理計画を策定します。 

東日本大震災においては、 県や 県、 本地震では 本県や 本市、 町、 災害

では 市や常 市、火 火では東 大 町等が災害廃棄物処理 行計画を策定しています。 

 

 

 

平成２８年 月１ 日（ ）（ 震）及び 月１ 日（ ）（本震）に震度 を した 本地震に

より、 本県内で膨大な災害廃棄物が発生しました。 本県では、災害からの復旧・復興に け、

本県内被災市町村 体の災害廃棄物を、生活環境の保 に しつつ、迅速かつ適正に処理するため、

年 月２０日に「 本県災害廃棄物処理 行計画」を策定しました。以 は 本県が策定した災害

廃棄物処理 行計画（ ２ ）の です。 
次  

１  被災の状  

２  基本方針 

１ 基本方針の 置 け 

２ 処理の対  

３ 処理 体 

 災害廃棄物の発生量 計 

５ 処理期間 

 処理方法 

  

３  災害廃棄物の処理 行計画 

１  等の 体 

１ 市町村 の 体の進 状  

２ 体計画 

３ 進体制の整備等及び 速化対策 

２  災害廃棄物の発生 計量 

１ 市町村 の発生 計量 

２ の発生 計量 

３ 処理状  

３  災害廃棄物処理の基本  

１ 役 分  

２ 県の 進体制 

 

３ 処理方法 

 （１）処理フ  

 （２）仮置場の設置及び管理 

 （３）再生 と 量化 

 （ ） 処理 

 （５） 処分 

 （ ）処理 物等の処理 

 災害廃棄物処理の  

 県内処理と 処理 

１ 県内の廃棄物処理施設の処理能  

２ 処理の 要  

３ 県内処理と 処理 

５  務の  

１  

２ 受 対 市町村 

３ 務 の  

 次仮置場  

 （１） 要 

 （２）処理 

 （３） 環境対策 

 処理  

 進 管理及び見直し 

 

 

  

例 本県災害廃棄物処理 行計画 
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第２章 災害廃棄物の 量 

 

 災害廃棄物発生量の 計は、発災後に処理の方 を 定し、災害廃棄物処理 行計画を策定する際

の として、また、処理開 後、日 や 量の を行うための として、処理の 施 体

となる被災市町村において行うものです。 計方法は処理の において、 法が なりますが、こ

こでは、災害 対策時、災害復旧・復興時における災害廃棄物発生量の 計方法等を定めます。 計

作業に たっては、県は市町村からの要 を受け 要な支援を行うとともに、 な 整が 要な場

合、市町村から処理の を受け、自ら災害廃棄物処理の 施 体となる場合など、状 に た 計

作業を行います。 

 災害廃棄物の 計は、災害の や規模に て、地震・津波による災害廃棄物（がれき）発生量、

津波堆積物発生量、水害による災害廃棄物発生量、し尿、 み発生等に分 することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 災害廃棄物処理における廃棄物発生量 計作業の 置づけ 

処理方針の 定 

設定した期間内に 施設で処理が 能か 

発災 

被害状 の  

災害廃棄物発生量・要処理量の 計（ １ ） 

処理に 要な の確 （ 、施設処理能 、 ） 

処理 の （処理 日の 設定） 

路大震災、東日本大震災では 物 体 年、処理 年 

処理 能 

内処理 

処理不 能 

内処理 
仮設  

処理 

処理の開 ・見直し 

災害廃棄物発生量・要処理量の 計（ ２ 以 ） 

処理 ・ 量等の見直し 

発災 の計画策定のための災害廃棄物量の 計 
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 第１節 災直 の災害廃棄物 量 量の （ －２－１） 

 

  １ の 物 害 災害廃棄物 量 

    物被害による災害廃棄物発生量の 計は以 のフ に基づいて行います。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （１）災害廃棄物 量の  

    以 では、環境省の災害廃棄物対策指針に されている方法に準 て、 物被害からの災害廃

棄物発生量 計方法を します。ここでの 計は、仮置場の 要 積や の自治体、 間関

体への支援要 など、発災後速やかに処理の方 を するために行うものなので、

に できるよう 化しています。 

    としては、以 の定 に基づいて被害を受けた 及び を し、 れ れの災

害廃棄物発生 （ たりの 量）を ることにより災害廃棄物量を 出します。なお、

災害廃棄物発生 については、 ・非 物（大規模 物や 物を む）及び

施設 （イ フラなど）の災害廃棄物を だ 体の発生量を していますので、 物被害の

トは 物の に行う 要は りま 。 

 

 

 

  

物被害の確 （ ） 

災害廃棄物発生 （ ）を 物被害 に る。 

合（ ）を災害廃棄物発生量 計 に る。 

積の 出   

・ 物・不 物・ トがら・ ・    

積の 出（ 重 、不 を る。） 

災害廃棄物処理 体像の （フ の作成）、仮置場の など 
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 物被害 

被害 分 定  災害廃棄物 

発生  

 

が の のための基本 機能を したもの、すなわ 、

が 、流 、 または の が だしく、

により りに再 することが なもの 

による は く 

 

 

が の のための基本 機能の を したもの、すな

わ 、 の が だしいが、 すれ りに再 でき

る 度のもの 

 

火災（ ） した   

非 火災（ ） した非   

上 水 津波 水 が 以上 の被害  

水 津波 水 が の被害  

備 計対 地 における ・非 物（大規模 物や 物を む）及び 施設 （イ フラなど）の災

害廃棄物を だ 体の発生量を 出する という特 を有し、 は「ト 」になるが、 に 物１

の 体に伴う発生量を すものではない。 

   災害時に で できない場合は とする。 

出 災害廃棄物対策指針  

 

出  出  

物被害による災害廃棄物量  

火災（ ） 非 火災（ ）  

上 水 水  

 

災害廃棄物対策指針では、「火災 に伴う災害廃棄物発生量については、 れ等による被害想定に トされてい

ない 物（ 状化及び津波被害によるもの）の火災 を いて発生量の 計を行う。」とされているが、災害時に

おける 化のためここでは していない。 

 

  （２） 量の  

    合は に すとおりで り、 物、不 物、 トがら、 、 の

となっています。 

    で予測した災害廃棄物発生量に の 合を ることにより 災害廃棄物量を

出します。 

   ここでは 計のため としていますが、 際の 場ではより かく分 しますので、

 処理の 施 に った分 を行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

������������������������������������

������������������������������������

������

������
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 災害廃棄物の 合 

   火災 上 水 水 

 非  

物 ％ ％ ％ ％ ％ ％ 

不 物 ％ ％ ％ ％ ％ ％ 

トがら ％ ％ ％ ％   

 ％ ％ ％ ％ ％ ％ 

 ％ ％ ％ ％   

備 ・ 、火災に る 合については災害廃棄物対策指針より 

上 水の廃棄物 合については、 行、 本 平（ ）災害廃棄物 に されている たりか

ら 出される 大 み、 み、不 大 み、不 みの 合を とした。 の中の

については、環境省の イ について 平成 年度 による たりの重量及び内 の

動 平成 年 月 による たり 有 を に 出し直し、 合を 出した。 

 

  （ ） の  

    仮置場の 要 積を求める場合には 積への が 要となります。 

    積を 出する場合は、以 のような 重を ます。 

 

 物（ 物・ ） （ ）  物（ 物・ ） （ ） 
 不 物（不 物、 トがら、 ） （ ） 
出 災害廃棄物処理対策指針  出 災害廃棄物処理対策指針  

 

 

  ２ 物 量 

    津波堆積物発生量は、次の方法により 計します。ここでの に たっては津波の 水 積

を することが 要となります。なお、 積に する場合の 重は を し

ます。なお、 水 積については国 地理 による 水 や を いて し

ます。 

東日本大震災では発災後１ 月 度で されている。 

 

 津波堆積物（ ） 津波 水 積（ ） 発生 （ ）  津波堆積物（ ） 津波 水 積（ ） 発生 （ ） 
出 災害廃棄物対策指針  出 災害廃棄物対策指針  

 

   害 す 廃棄物 量 

    水被害により できなくなる 化 、 、 等の水害廃棄物の発生量については、次

の方法により 計します。廃棄物の 合及び 積への については地震・津波と と

します。 

 

 水害廃棄物発生量（ ） （ （ ） 上 水 ）  水害廃棄物発生量（ ） （ （ ） 上 水 ） 
            （ （ ） 水 ） 
出 災害廃棄物対策指針  出 災害廃棄物対策指針  
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   量 

    みについては、 への が 出する生活 みですので、 体 な生活 みの

量が しく えることは りま が、 常業務とは なる 体制を取る 要が るので、

の際の基 として します。 

 

 みの発生量 （ ） 発生 （ ・日）  みの発生量 （ ） 発生 （ ・日） 
 平成 年度の大分県平 は ・日 
出 災害廃棄物対策指針  出 災害廃棄物対策指針  

 

   量 

    し尿の 量は仮設トイレの と処理を行うための基 として します。 

    し尿 要量は、 仮設トイレを 要とする と 非水 化 のし尿 の合計に

し尿計画１ １日平 出量を て 計します。 

    なお、１ １日平 出量については、環境省 廃棄物処理 業 態 から市町村 に

出することが 能です。 

 

 し尿 要量 災害時におけるし尿 要 １日１ 平 出量  し尿 要量 災害時におけるし尿 要 １日１ 平 出量 

   （ 仮設トイレ 要 非水 化 し尿 ） １ １日平 出量 

 

 仮設トイレ 要 水による仮設トイレ 要  

    へ する  

   水による仮設トイレ 要 水 化 － （水 化 ）  

                   上水道支障率 １ ２ 

   水 化  平常時に水 トイレを する （ 水道 、 ラ ト 、 

          業 水 、 化 ） 

    水 化 非水 化  

   上水道支障率  地震による上水道の被害率 

   １ ２    水により仮設トイレを する は、上水道が支障する のう   

          １ ２の と仮定。 

 非水 化 し尿 取 － （ 取 ） 

   取  計画  

 １ １日平 出量   ２ ２ ・日（平成２５年大分県 ） 

出 災害廃棄物対策指針  出 災害廃棄物対策指針  
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 第２節 災害廃棄物 量の 直 （ －２－２） 

 

  １ 災害廃棄物量の 直  

    発災直後の災害廃棄物量の 計は、大まかな 量を するために行いますので、時間の進行

に い、被害状 の の進度を受けて、より正確な被害状 の を基に 計の 度を上 て

いく 要が ります。  

    の を まえ、災害廃棄物の処理計画の見直しを適 行い、 次 度を上 つつ災害廃棄

物処理の進行管理を行います。 

 

 

 出 災害廃棄物対策指針  

 災害フ に た災害廃棄物の発生量の 計 
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出  

 

 

 計方法 

平成２３年 月 平成２３年 月 平成２３年８月 

災
害
廃
棄
物 

 自に 計（県内で に 計

を行う組 が  

る。 れを受けて 防 の災害

速 に ） 

計 から設定した ・

の 合と、被災自治体にお 

ける 務 発 の （

・非 ）から  

を 計。 

地 を 施し、津波により流出

して ら らになった 

物 、 体 （ 等）を

 

平 積 ・ 地 計 、 定

要  

計 から東 地方の

平 積を設定。 

定 を に 物１ １ の

積を 。 

発生  ・ 路大震災の発生

（ト ） 

・ 路大震災の発生

（ト ） 

・ 路大震災の発生 （ト

） 

仮置場への 量 － 仮置場への 量（トラ

設置） 

により堆積物

の体積を測定し、 に 重 

を け合わ ることで 量を

計 

量（ト ） トラ

（ ） 積 量（ト ） 

トラ  

（ 設置の仮置

場） 

計方法 と

 

（設置済みの仮

置場） 

重量測定  

津
波
堆
積
物 

津波 水 積 国 地理 で

開されている 水 積 

国 省 及び 地 から 自に 計 

堆積  （ 地 に基づき仮

定） 

（ （ ） ）（津波堆積物処理指針（ ）（平成 年

月、 社 法 廃棄物 環 会）等を して設定） 

重 ト （ 業廃棄物の体積

から重量への  

（ ）環境省（ ）

で された汚 を 

に仮定） 

ト ト  

仮置場への 量 － 災害廃棄物と  災害廃棄物と  

出 災害廃棄物対策指針  

 東日本大震災の 例 発災後における災害廃棄物処理の進 管理 

災  災  

 災 

 

 

量の  

 

量の  

 

     

 

の  

 

の  

 

の  

  
量の  

 

量の  

 

量の  

 

 

災 

災害廃棄物発生量 、防火 、 、 平 積 発生  

津波堆積物発生量 津波 水 積 堆積 重  
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  ２ 災害廃棄物量 の 直  

    災害廃棄物処理の進行に伴い、計量による災害廃棄物確定量が するので、計量済災害廃棄

物量と っている災害廃棄物量の 計 を合計することにより、災害廃棄物量の見直しを行いま

す。見直しについては、 間業 に する場合も ります。 

    計方法はい い な 法が りますが、以 では 県や 県、 本県で 施した 計方

法を します。 

 

・ 処理の開 後に行う災害廃棄物量 計の見直し方法  ・ 処理の開 後に行う災害廃棄物量 計の見直し方法  

 計量 量（ 今後発生見 量  量  保管量）  処理量 

  量は、発生見 量、 量、保管量の合計 で、 処理の重量  

       今後発生見 量  

       定方法 今後発生する量を 市町村等への により求めた重量  

       量 

       定方法 仮置場（ 次 積 ）において測量を 施し、体積をもとに 定した重量  

   保管量  

       定方法 したものや 中のもので の重量測定等により 測した重量  

  処理量（処理済 ） 

       定方法 ・ を行ったものを 測した重量        定方法 ・ を行ったものを 測した重量 

 

 

県における発生量 計の見直し方法  

 見直し 計量  仮置場 量 十 発生見 量  十 保管量 十 処理量 

  仮置場 量（ ）  災害廃棄物体積（ ）  組成 との 重（ ） 

    災害廃棄物体積（ ）  測量（ 積 ） レ 計による さ計測 

                       （ れ れ、 、 、 等 状を ） 

    影により 組成を し、 重を 定 

  発生見 量（ ） 

    ・ 体等で生 る災害廃棄物量 自治体への  

    ・海中がれきの量 県水 、自治体への （ み期 内の量） 

    ・ 地堆積物の量 県 、自治体への （ み期 内の量） 

  保管量（ したものや 中のもので の重量測定等により 測した重量） 

    ・ の重量測定等による量（ 業 による） 

  処理量（ ・再 済の量） 

    ・ ・ 物の重量測定等による量（ 業 による） 

 

出 東 地方環境 務 「 大災害により発生する災害廃棄物の処理に自治体はどう なえる きか 東日本大震災の

例から もの 」 例から もの 」

 

 

例 県における発生量 計の見直し方法 

������������������������������������

������������������������������������

���������������

���������������
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県における発生量見直しの え方  

（ ）平成 年 月見直し 

 （見直し 計量） （仮置場の保管量）   十（ 体予定 ・ 体予定の 物 ）  

           （ がれき 量）   

   地 ・処理 とに災害廃棄物の 、組成 を確 し、 に処理量を 計 

   次、 次仮置場に された災害廃棄物の の測量を行い、 とに 積を  

   災害廃棄物の の 重を い 積（ ）を重量（ ）に  

   市町村の見 量 

   平成 年度、 年度の 量を 計 

（ ）平成 年 月見直し 

 （見直し 計量） （仮置場の保管量） （ 体予定の  物 ） ２十（ 地がれき、 

           海 がれき量）  

   業 による再測量を 施した 、 から 合廃棄物に まれる廃棄物の 、 

   重量を し再計  

   市町村への を 施し、今後の見 を  

   地がれきは 水 との 整により を  

出 東 地方環境 務 「 大災害により発生する災害廃棄物の処理に自治体はどう なえる き 東日本大震災の

例から もの 」 例から もの 」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例 県における発生量 計の見直し方法 
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本県における発生量 計の見直しの え方  

（ ） 行計画に る基本方針の策定時（平成 年 月 日） 

・ 本県災害廃棄物処理計画（平成 年 月策定）に している以 の 定方法により 出する

とともに、環境省が 自に 出した 計量も し、１００ １３０ ト とした。 

 

 

（ ） 本県災害廃棄物処理 行計画の策定時（平成 年 月 日） 

・策定時 の災害対策本 発 の被害状 の を い、基本方針の 計量 定と の方法に

より 出し、１９５ ト とした。（被害 の に伴い、基本方針策定時から した。） 

・なお、基本方針では見 でいなかった 以 の や 等の非 の被害 について、 市

町村からの をもとに 定した。 

 

（ ）計画の見直し（平成 年 月 日） 

・平成 年 月 には、多くの市町村が 体の 受 を として し、 体 も

確定したことから、発生 計量を め計画を見直すこととした。 

・災害廃棄物発生 計量の見直し １９５ ト   ２８９ ト  

・これまでの災害廃棄物量と 体 の から、 たりの平 発生量を 出し、 の に

今後の 体想定 を て 出（ 市町村を く） 

 

出 本県「平成２８年 本地震における災害廃棄物処理の 」（ ） 

本県における発生量 計の見直しの え方  

（ ） 行計画に る基本方針の策定時（平成 年 月 日） 

・ 本県災害廃棄物処理計画（平成 年 月策定）に している以 の 定方法により 出する

とともに、環境省が 自に 出した 計量も し、１００ １３０ ト とした。 

（ ） 本県災害廃棄物処理 行計画の策定時（平成 年 月 日） 

・策定時 の災害対策本 発 の被害状 の を い、基本方針の 計量 定と の方法に

より 出し、１９５ ト とした。（被害 の に伴い、基本方針策定時から した。） 

・なお、基本方針では見 でいなかった 以 の や 等の非 の被害 について、 市

町村からの をもとに 定した。 

（ ）計画の見直し（平成 年 月 日） 

・平成 年 月 には、多くの市町村が 体の 受 を として し、 体 も

確定したことから、発生 計量を め計画を見直すこととした。 

・災害廃棄物発生 計量の見直し １９５ ト   ２８９ ト  

・これまでの災害廃棄物量と 体 の から、 たりの平 発生量を 出し、 の に

今後の 体想定 を て 出（ 市町村を く） 

出 本県「平成２８年 本地震における災害廃棄物処理の 」（ ） 

  

例 本県における発生量 計の見直し方法 
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第 章 廃棄物 の の  

 

 第１節 廃棄物 の （ － －１） 

  災害廃棄物の処理については、 、災害が発生した市町村が 体となり、廃棄物処理法に基づく

処理が 施されてきましたが、平成  年に発生した東日本大震災や 年の災害における経 により、

の備えや、大規模災害時においても適正な処理を確保しつつ、 かつ迅速にこれを行うための

置が不十分で ることが らかとなりました。 

  このような状 を まえ廃棄物処理法、施行 及び施行規 が改正され、非常災害時における廃棄

物処理施設の新設 は活 に る の 素化、非常災害時における 廃棄物の 、 、処分

等の の基準の 等が行われることとなりました。 

  災害廃棄物処理 行計画の策定に たっては、迅速な処理に け制度を有 に活 するとともに、

平時においては、発災時に制度が活 できるよう、 要な 置を ておくことが 要です。 

 

非常災害とは  非常災害とは  

 廃棄物処理法における「非常災害」とは、今 の改正 の廃棄物処理法にもともと規定されていた で

り、 に自 災害を対 とし、地震、津波等に する被害が予防し い 度に大きく、平時の廃棄物処

理体制では対処できない規模の災害をいう。なお、特例の において、 の災害が廃棄物処理法上の非

常災害時に る特例 置等の対 となる「非常災害」に するかについては、市町村 は 道 県におい

て されることになる。 て されることになる。 

 

  

������������������������������������

������������������������������������

��������

��������
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  １ 災害 廃棄物 の の  

  （１） の  

    市町村が廃棄物処理施設を設置する場合、廃棄物処理法に基づく設置 が 要になりますが、

平時と の きで れ 、 きにかなりの時間を要します。この 務 きを 化する

ため、災害時に市町村が 廃棄物処理施設を設置する場合の特例が設けられました。 

    非常災害時に市町村が設置する 要が ると める 廃棄物処理施設について、市町村が

廃棄物処理計画に定めようとするとき、 は 計画を しようとするときで って、 ら

か め 道 県 に し、 の を ていた場合には、発災後、 に 施設の設置をす

るときに 道 県 に の の 出をすれ 、 大  日間の法定期間を た に の に

る施設の設置ができます。 

 

 

 
 非常災害時に市町村が設置する 廃棄物処理施設が、 に 道 県 の を た内 に

を える 要が生 た場合には、 が生 る 分について、 要な を えて再度 し、

を る 要が る。 
 

 非常災害時における市町村の設置 に る特例  

災害 の 廃棄物 の  

（ 第 の の２） 

改正法（規定）の適  

非常災害が発生した場合に、 の災害により生 る廃棄物の処理を行うために 

設置を予定している 廃棄物処理施設について、 廃棄物処理計画を定め、 

はこれを しようとするとき 

 廃棄物  

 
 

市町村 出 

市町村廃棄物処理計画への規定（ ）作成 

県 への  

市町村 生活環境影響 の 施 

 

災 
 

市町村 施設の設置 

市町村 

設置 出 の 出 
市町村 

生活環境影響  

県 出受理（ ） 

生活環境影響 の 素化 

市町村 例において、非常災害時に り 期間の を行うなどの 置を 

規定することにより なる期間の が 能となる。 
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  （２） す の  

    の  

     非常災害時に市町村が設置する 廃棄物処理施設について、 らか め県と を行い

を ることにより、非常災害時に 道 県 による 上の基準に適合するか かの

に要する期間（廃棄物処理法 ９ の３ ３ 大３０日）を省 することができます。 

     本特例が適 されるのは、非常災害時に市町村が設置する 廃棄物処理施設が、 道 県

が した施設と の場合に られ、 を た内 に を える場合は、 が生

る 分について、 要な を えて再度 し、 を る 要が ります。 

     なお、本特例により らか め 道 県 の を ていた 廃棄物処理施設を非常災

害時に設置しようとするとき、 市町村は、 道 県 に対し、廃棄物処理法 ９ の３

１ に基づく 出をすることが 要です。 

 

   の内  

     廃棄物処理施設を設置することが見 まれる場  

    イ 廃棄物処理施設の  

     廃棄物処理施設において処理する 廃棄物の  

     廃棄物処理施設の処理能  

     廃棄物処理施設の 置、 等の設置に関する計画 

     廃棄物処理施設の 管理に関する計画 

 

    の  

     廃棄物処理法では、廃棄物処理施設の設置に関して 害関 を有する に対して生活環境保

上の見地からの 見 出の機会を する に関しては、市町村が 例で定めることと

されています。今 の改正の を まえ、生活環境影響 の を の に する場

の や期間の 等、非常災害の状 に て 廃棄物処理施設の設置の を

素化することが えられます。 

     また、生活環境影響 の 施における の 定や内 、期間などについても、災害の

度を まえた上で、 かつ迅速な災害廃棄物処理を 施するという からの対 が えら

れます。 

   例で定める （廃棄物処理法 ９ ２ 関 ）  

     及び 見 を 出する対 となる 廃棄物処理施設の  

    イ 生活環境影響 の の場 及び期間 

     害関 を有する が 出する 見 の 出 及び 出期  

     法 ８ ２ に る を した を作成するに たって 要な  
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  ２ 災害 廃棄物の の 災害

廃棄物 の の の  

    常、 間 業 が 廃棄物処理施設を設置する場合は、 道 県 の が 要です。

改正法では、市町村から非常災害により生 た廃棄物の処分の を受けた 間 業 等が

廃棄物処理施設（ 処分場を く。）を設置しようとするときは、市町村が 廃棄物処理施

設を設置する場合の と く、 道 県 への 出で足りることとされました（廃棄物処

理法 ９ の３の３）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 非常災害時における市町村から を受けた の設置 に る特例 

災害 廃棄物 の  

（ 第 の の ） 

改正法（規定）の適  

非常災害が発生したこと。 

施設の は 非常災害により生 た廃棄物に ること。 

出 体は災害廃棄物の処理について被災した市町村から を受けていること。 

 廃棄物  

市町村業務受 生活環境影響 の 施 

 
災 

 

県 上の基準適合についての確 、 （ 出 ） 

市町村業務受  

設置 出 、 

生活環境影響 出 
害関 見の 出 

県 上の基準適合についての確  

出受理日から３０ ０日 以内に ・廃  

生活環境影響 の 素化 

市町村 例において、非常災害時に り 期間の を行うなどの 置を 

規定することにより なる期間の が 能となる。 

市町村 

生活環境影響  

県 出受理 
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   廃棄物 の 廃棄物 の の

災害の の  

    常、 設の 業廃棄物処理施設において 廃棄物を処理するときは、 道 県 への

の 出が 要です。今 の改正では、 業廃棄物処理施設の設置 は、 施設において処理

する 業廃棄物と の 状を有する 廃棄物を処理する場合には、 後の 出で の処理施

設を 廃棄物を処理する 廃棄物処理施設として設置できることとなりました。（廃棄

物処理法 の２の５ ２ ）。 

 被災地にすでに設置されている 業廃棄物処理施設に る。被災地 の 道 県における 業廃

棄物処理施設において 廃棄物を処理しようとする場合においては、 常と に に け出

が 要で る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 非常災害時に 業廃棄物処理施設で 廃棄物を処理する場合の設置 に る特例 

 

  

災害 廃棄物 廃棄物  

す の  

（ 第１ の２の 第２ ） 

改正法（規定）の適  

非常災害のために 要な 置として の廃棄物（ １５ の２の５ １ ） 

を処理するとき 

 廃棄物  

業廃棄物施設設置  

廃施設処理しようとする 業廃棄物と の 状の  

廃棄物（環境省 で定めるもの）を処理しようとするとき 

 

災 
 

県 出受理 

廃施設設置 出 の 出（遅滞なく行う） 

廃施設設置 処理の 施 
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   災害廃棄物 の す  

    市町村の 常業務で対 できない量の災害廃棄物が発生した場合、 業廃棄物処理業 や 設

業 に や中間処理を することが 要となります。 常は、市町村が 廃棄物処理

を する場合、受 の再 は されていましたが、改正法では、非常災害時において、

市町村が 非常災害により発生した廃棄物の処理を するときに、市町村及び市町村から

を受けた が、環境省 で定める基準を たす場合には、 廃棄物の処理の再 ができる

こととなりました（ ３ ）。また、非常災害時に市町村から 廃棄物の処理の

を受けた の を受けて 廃棄物の処理を業として行うものについては、 廃棄物処理業

の は 要 りま 。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 災害廃棄物処理の に関する特例 

  

災害 が す 廃棄物の の 

が す の  

（廃棄物 第 第 第１ の の ） 

改正施行 （規定）の適  

日常生活に伴って生 た み、し尿 の の 廃棄物の 、 、処分 

は再生を しないこと など 

 廃棄物  

 

災 
 

上 受 が受 業務を する （再受 ） 業務の受  

被災市町村 ・中間処理業務等  

業務受 業 （受 ） 市町村業務の受  

再 基準 環境省 基準 

再受 の要 （環境省 基準） 

施設、 、 業務 施経 など 

再  

受 、再受 ともに 廃棄物処理業 は不要 

（法施行 ３ ） 



３－ 20

3－ 1 
 

第 章 災害廃棄物の  

 

 第１節 災害廃棄物 の （ － －１） 

  災害廃棄物処理業務では、 が業務発 は要求水準 に された災害廃棄物処

理 業について （ と ）を作成します。 の の により受 が 定

され、受 は の内 に って業務を 施することとなります。災害廃棄物処理業務は、

発 で環境影響、適正処理、 率、 、 環境等について し、 えて被災した地

への十分な をする 要が ります。 

  作業が で にも の場合は や指 、 により業務 を行

うことが ですが、 ・ 、 、中間処理等を 合 に発 する場合は 合

方 は 方 で し、 合 方 で受 を 定する方 が されています。

は、災害廃棄物処理を発 する処理 体が作成する業務発 は要求水準 に って、

を作成して 出し、 と合わ て 合 を受けて、 を した 業 は

業体が受 として 定されます。 は、 業の 、業務の 施方針、特定 に対す

る 、 等が です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出 合 方 いこなし  国 省 

 

 な 方 と 合 方 の い 

 

  

有 業  

能 の  
（ に際しての ） 

特に 規模 
な  

 

の 定 
（ と 質で 合 に れた の ） 

の ・  

合  
（ と による ） 
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 第２節 の （ － －２） 

  災害廃棄物は 廃棄物として市町村が行うことが ですが、地震や津波による被災状 や被災

市町村の 行体制などから、市町村 での 務処理が と される場合は、市町村は地方自治

法に基づき県に 務 を要 することができます。 

  県は市町村に わって処理を行う場合、 務の （地方自治法 の ） は 務の 行

（地方自治法 の の ）に基づいて 施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 処分を行う場合は、 会 会及び常 会において内 を すること。 

２ 処分を行った場合は、 会における 処分 後 

出 県災害廃棄物処理計画に  

 

 務 の流れ 

  

大分県 

被災状 の  

市町村 

務 の  

確 会 の  

受 、 規 （ ）  

規 （ ）の （ は 処分） 

、 本、 会会

（ 処分 ）  県 会へ受 を 出、 （ は

処分 １） 

 

受 定  

 

（県 ） 

経 に る  

経 に る （ １ ） 、１

保管 

経 に る （ ２ ）  

務大 への 出 

 規 、県 会 本、市町 会

本、県      ２ 

本 ２ 
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市町村から県への 務  地方自治法 の１  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出 災害廃棄物対策指針  

  

規  
県 市町村 

 

（環境省） 

受 ・廃棄物処理 

受 ・経  

災害廃棄物 

災害廃棄物処理は が いため、県

会、市 会の に時間を要すると される

場合は、県・市町村とも規 については 処

分で対 し、後日、 会に し を る 

規 はどの災害廃棄物にも対 できる

な内 とし、 は により対 する

ことで市町村の 務 を  

い れかの災害廃棄物の 等の

が整った日から 次 ト 

市町からの 要 は  の に

より適 対 能 

務 きの は 

  県 災害対策本 廃棄物対策  

 （または廃棄物対策 ） 

 市町村 環境  

がれき以 の災害廃棄物に関する

については  県・市町村とも 分 で

等の を 正 

国 
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 第 節 物 の （ － － ） 

  東日本大震災では、県が管理する道路、 など県管理 物上の災害廃棄物処理について、 の処

理方法、 などが となりました。 

  また、 （ ２ ）では、災害の規模、被災状 により市町村が災害廃棄物処理 務を県に

する場合において、 物上の災害廃棄物の取 方針の設定が 要となるなど、災害廃棄物の処理にお

いて、 物は非常に重要な 置を めています。 

  この か、災害 対策時においては、道路や では啓開作業も ることから、災害廃棄物の処

理に たっては、 において 物管理 と 整を る 要が ります。 

 

  １ 災 の  

    災害廃棄物の処理に たっては、市町村、 物管理 と れ れの役 に た対 が 要で

るものの、 体 な災害廃棄物処理の 進が早期の復旧・復興に か ないことを し、

などの場を て 整を る 要が ります。 

 

  ２ の  

    災害廃棄物の処理を 施するためには、多 の予 を 要とすることから、処理 業の を

想定しながら、災害廃棄物処理 行計画の策定、処理体制の を進める 要が ります。 

    特に、東日本大震災では、県が管理する道路、 など県管理 物上の処理については、

国の方針では、管理 が処理することとされたことから、 の 確保に する 態が発生し

ました。 の後、環境省の災害廃棄物処理 業 国 方針において、 対 を

物管理 が する地 において 災害等廃棄物を市町村が 施 体となって処理する 業も

む。 とされたことから、道路、 などの県管理 物についても、環境省 による対 が

行われました。 

    この 例からも らかなように、災害廃棄物処理 業に る 確保は、 けて れない

で り、県、市町村、 物管理 などの関 は、次のとおり、 確保に けた対 を進める

要が ります。 

  （１）制度を 大 活 する方 で、関 間において 確保に けた 整を 施する。 

  （２）平時においては、東日本大震災での対 例を に、環境省 の内 、 物管理 が

業を 施する際の 務 き、対 の際の などを しておくとともに、発災後、

に対 ができるよう、関 間で発災時の行動計画などを策定する。 

  （３）発災後は、上 方針に基づき、災害廃棄物処理 行計画の策定や処理体制の を進めると

ともに、 の 方針など 要な の早期確 に める。 
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 東日本大震災では、道路や などの県管理 物上に津波より流れ だ堆積物の や処分につ

いても環境省 の対 となりましたが、県管理 物上の災害廃棄物を で処理するため、

以 のような きが 要となりました。 

 

（１）市町村長が県管理 物上の災害廃棄物の処理を「生活環境保 上 要なもの」として 定する。 

（２） 定した県管理 物上の災害廃棄物の処理は、県が市町村から受 して 施する。 

（３）県が受 処理した災害廃棄物の処理経 は、市町村に 求する。 

（ ）市町村は県に した経 を め、国に する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

県 物管理 （道路、 、 ） 

物上の災害廃棄物の処理が「生

活環境保 上 要なもの」として

めてもらうよう市町村に要  

市町村 

市町村長の  

市町村から県に 物上の廃棄物

処理を  

廃棄物処理の 施 

処理経 の 求 処理経 の支 い 

求 

支  

国に  

東日本大震災における県管理 物上の災害廃棄物の処理 例 ����������������
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   物の  

    海 物については、平成２ 年 月の では、 に流出した災害廃棄物が

国東 の海 に し、 は災害廃棄物として処理された 例が確 されています。今後、

南海トラフ地震など津波を伴う災害が発生した場合、海 での津波堆積物の処理なども想定さ

れることから、対 策の が 要となっています。 

    なお、海 の廃棄物における海 管理 等及び市町村の役 については、 しく かな自 を

保 するための海 における な 及び環境の保 に る海 物等の処理等の 進に

関する法律（平成 年法律 。以 「海 物処理 進法」という。）に、関 の役

が規定されていることから、災害廃棄物処理の を進めるうえで、再度 の役 を確 してお

く 要が ります。環境省大 廃棄物・ イ 対策 廃棄物対策 長 「海 物

等の 合 かつ な処理の 進について」では、 の役 を次のとおり整理しています 

 （１） の  

    の管理する海 の 地において、 の清 が保たれるよう海 物等の処理のため 要な

置を なけれ ならない。 

（２） の  

    市町村は、海 物の処理に関し、 要に 海 管理 等に しなけれ ならない。な

お、廃棄物処理法では、市町村は、 廃棄物の適正な処理に 要な 置を るよう める

務が ることを まえ、海 物等の な処理に る市町村の の り方に関し、地 の

を まえ、関 間で合 成に める。 

 

   災害廃棄物  

  （１）  

    本県では、これまで水害に伴う海 物の処理を 、海 管理 から次のような が

られています。 

     した業 への 廃棄物 に時間を要し、 み処理に遅れが発生。 

     分を む、量が多い等で 廃棄物処理施設（ も む）から受 れを され、や

むなく 業廃棄物処理施設へ む際、 時 きが 。 

  （２） の  

    災害廃棄物処理の 進に たっては、廃棄物処理 だけでなく、道路、 、海 など

の 物管理 、 の 防災対策関 など、関 が 体となって処理を 進することが 要

で り、 のためには、平時において関 が し、 の を進める 整組 が 要とな

ります。 

    本県では、次のとおり国、県、市町村及び関 体による 整組 を設置しており、この

中で、上 を め 物上の災害廃棄物の対 について、 、 を進め、 整を ること

とします。 

    なお、 整組 の は、「 ２ ３  進体制」のとおりです。 

     大分県災害廃棄物処理対策 会  

     大分県流 等処理対策 会  
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 第 節 廃棄物の の （ － － ） 

  平成 年の災害対策基本法の改正により、被災地 において 道 県、市町村ともに めて大き

な被害を受けた場合に備え、発災後の機動 対 が 能となるよう、国が処理指針に基づき、災害廃

棄物の処理の 行を行うことができるようになりました。 

  国による指定災害廃棄物の処理の 行は、指定された地 内の市町村の長からの要 により、次の

を し、適 が されることとなります。 

 １ 市町村における指定災害廃棄物の処理の 施体制 

 ２ 指定災害廃棄物の処理に関する な 及び の 要  

 ３ 指定災害廃棄物の な処理の重要  

 

  １については、 市町村及び地方自治法に基づき 市町村から 務を受 できる 道 県の行

機能の の度合い等を、２については、平素 市町村及び 市町村を管 する 道 県で行

われない廃棄物の処理のための や の 度等を、３については、 市町村及び 市町村を

管 する 道 県内における処理が な 度に災害廃棄物が発生しているか か等により さ

れます。 

  なお、国が 行処理を行う場合の災害の規模については、 １ ３ １ 「 」にイ

として されています。 
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第１章  

 

 被災 場から仮置場への 、仮置場間の 動、仮置場から再生 は 処分 への など

の災害廃棄物の は、市町村が 施することになります。市町村は、災害廃棄物の に関

して平常時に災害廃棄物の 、 の方法、 要機 、 体制などについて、 体 な

を行っておく 要が ります。特に、次の については が 要です。 

 

 １ 被災 場における災害廃棄物の に たっては、発災後 定期間は、 、 防が 救 や

活動を行う 能 も ることから、 に 、 防などと 方法について 整する 要が

る。（ 救 などの対 方針が被災状 によって されるときは、平時ではなく発災後に

、 防と 整を行う場合が る。） 

 ２ 災害廃棄物処理に たる や など 要な 機 が不足する場合を想定して、

に 自治体などと ・物 支援の 体制を しておく。 

 ３ 地 の 設業 会、 体業 組合、 業廃棄物 会など（以 間関 体という）と に

、 体制を確保しておく。 

  ラ 活動による災害廃棄物の 作業との 体制を確保しておく。 

 ５ を 間業 に する際、仮置場の管理や分 作業も て する方が、迅速に 動

体制を できる場合が る。 

 

 第１節 災害 （ －１－１） 

  被災直後の災害廃棄物の に関する基本 な 施 は、 および次のとおりです。 

 対 時の 施  

行動 内  

 被災状 の  
・道路、被災場 、災害廃棄物の 、被災 等の を

する。 

 
災害廃棄物量の 計（被災地

） 

・ に定めた方法により災害廃棄物量の 計を行う。被災地

に行うことが ましい。 

 

処理の方 ・  

処理の方 定（ 内、支援要 等） 

（災害廃棄物処理体制 ） 

（災害廃棄物処理 行計画策定） 

 
仮置場（ 仮置場、 次

積 ）の確保 

・ 地の 状 や道路啓開状 など処理 行計画等に基づき仮

置場を 定する。 

 

・ 体制の 、

・ トの計画、 要

機 の確保 

 

・計画に て 要となる 機 および をについて す

る。 機 および が不足する場合は 市町村、 間関

体 は県に支援を要 する。 

・ 要に て 間 業 との 等を行う。 

 場での分 ・積み み 

・ 物や有害廃棄物などに し、 対策を に行うとと

もに、 率 に中間処理を行うため、分 （大 物（ 、 、

トがら、 、 、 、 等）、 物 有

害物（ 、 発物、 物、 ト、 等））をした上で積

み む。 

 仮置場への ・  ・仮置場への を行う。 
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  ・ 体制の においては、 間関 体 るいは の 業 への が 要ですが、「非

常災害時」においては、廃棄物処理法の特例 置が適 され、再 が 能となります。 は、「

３ ３ １  改正廃棄物処理法の 要」のとおりです。 

 

 

  

  災害廃棄物対策指針では、 の確保と ト計画を するに たっての が以

のように されています 

 

出 災害廃棄物対策指針  の確保と ト計画に たっての を 正 

  

災害廃棄物  け み 生活 み（ みを む） 

・災害 動時以 は、対策の進行

により が 能な仮置場が

るなどの 化が るため、  

と の衛 等（ 中

）を い、 化に て

の確保と 、 ト

が 正できる計画とする。 

・災害 動時は廃棄物の

だけでなく、 物 の

等が られた トを す

る場合も想定し、 滞等を

した 率 な ト計画を

作成する。 

・発災直後は 大 み等の け

みが 出される。 け み

を により する際、

できる道路の が い場合

が多く、 の しか えな

い場合が想定される。この際の

には ト トラ

等の で が い

が 要となる場合も る。 

・直 、 施設へ できる場

合でも、 機が動いていない

ことも想定され、 の場合、

や 等を ・ しながら

積み める レ

（ ）が活 した例も

る。 

・このため、 、 け みに

ついては、 を して

おく 要が る。 

・ 及び被害のなかった地

からの生活 みを するため

の （ ）の確保が

要となる。 のためには、発

災直後の の中で 及

び ト等の被災状 を

しなけれ ならない。 

の確保と ト計画を するに たっての  
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 第２節 災害 （ の ） 

                                 （ －１－２） 

  仮置場（ 仮置場、 次 積 ）からの災害廃棄物の流れは、 のようになります。 

  災害復旧・復興時の 施 は、 に すとおりで り、仮置場（ 仮置場、 次 積

）では災害廃棄物の 次処理（ ）を行い、 物のう 等直 イ できるものは、

イ 業 に き す きを行います。直 イ できないものは中間処理施設（ 次

積 ）に し、 次処理（ ・ 、 等）を行います。 次処理された 物は、 イ

、処理・処分 に します。 

 

 

 

 

 

 

 仮置場・ 次 積 からの災害廃棄物の流れ 

 

 災害復旧・復興時の 施  

行動 内  

 仮置場（ 仮置場、

次 積 ）での 次処理（

） 

・大 物（ 、 、 トがら、 、 、

、 等）、 物 有害物（ 、 発物、 物、

ト、 等）に分 する。 

 により された

の 体制の 、

・ トの計画、

要機 の確保 

・道路啓開状 を確 し、 計画を立てる。 

・計画に基づき、 要となる み 機 ・ の 出と を

行う。不足する場合は 市町村、 間関 体 は県に支援を

要 する。 

 中間処理施設（ 次 積 ） ・市町村が行う場合は場内の 機 や の確保が 要 

・ 間に する場合は場内の を めて する。 次処理

（ ・ 、 等） 

 次処理により された

の 体制の 、

・ トの計画、

要機 の確保 

・ した災害廃棄物 とに に関 と 整した上で、

計画を作成する 

・積 量、 規 、法定速度等を して な作業ができ

るよう 行管理計画を作成する。 

・ 処理や 処分を行う場合、被災状 や地理 特 から

道 や海上 も有 な方法となるので、 能な 、

との 等を 合 に して 定する。なお、 の

については、 管理 等と に を行っておく 要が

る。 

・ 道による は次のような が り、 要に て す

ることが 要で る。 

  大量 により い 率が見 まれること 

・ 時間も 定して管理しやすいこと 

道 物に いる は が く災害廃棄物の

散や 等を防 できること 

道 物 は 国に り、かつ、１社が し

ていることから、 に 国の 物 まで

できること。 

仮置場（ 仮 
置場、 次 積 ） 

中間処理 
施設 次 
積  

 
イ  

処理・処分  

 

 

 

次処理

 

次処理

・

、 等  
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第 節 の （ －１－ ） 

仮置場の な分散、大量の 、多 な 経路等が 要な場合には、地 等に

した 管理に えて、 率 な 行管理が求められます。 例として 等を活 して、

日 、 、 、積 、積 重量、積 場 、 及び の 置等を して管理で

きる などが ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  災害廃棄物対策指針では、仮置き場・再 化施設・処理処分 等への 時の が以 のよう

に されています。 

・災害廃棄物の には  ト トラ が されることが多い。 が 要な災害廃棄物量

（ 計 ）から 要な を計画する。 

・仮置場への は が 中する場合が多く、 滞に した ト計画が要求される。

ト計画の作成に たっては、できるだけ 方 行で できる計画とし、 が しないよ

うに する。 

・災害廃棄物の ・ 出量の のためには、仮置場にトラ （ 体 と計量できる計量 置）

を設置したり、中間処理施設において計量したりすることが えられる。ただし、 れらの設備が す

るまでの間や のため、 の積 能量と積 合、積 物の を して、 定できる

ようにしておくことも重要で る。 

・災害廃棄物の には、 滞の 等のため、 を することも えられる。 

 

出 災害廃棄物対策指針  の確保と ト計画に たっての  

  災害廃棄物対策指針では、仮置き場・再 化施設・処理処分 等への 時の が以 のよう

に されています。 

・災害廃棄物の には  ト トラ が されることが多い。 が 要な災害廃棄物量

（ 計 ）から 要な を計画する。 

・仮置場への は が 中する場合が多く、 滞に した ト計画が要求される。

ト計画の作成に たっては、できるだけ 方 行で できる計画とし、 が しないよ

うに する。 

・災害廃棄物の ・ 出量の のためには、仮置場にトラ （ 体 と計量できる計量 置）

を設置したり、中間処理施設において計量したりすることが えられる。ただし、 れらの設備が す

るまでの間や のため、 の積 能量と積 合、積 物の を して、 定できる

ようにしておくことも重要で る。 

・災害廃棄物の には、 滞の 等のため、 を することも えられる。 

出 災害廃棄物対策指針  の確保と ト計画に たっての

仮置場・再 化施設・処理処分 等への 時の  
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第２章  

 

 第１節 の （ ）（ －２－１） 

  仮置場は、救 活動、道路啓開など災害発生 期 の活動において支障となる廃棄物や道路など

の社会基盤が復旧する で発生する廃棄物の受 となるだけではなく、廃棄物の 、 など

の中間処理や再 化など、廃棄物の適正処理を 進するうえでも重要な施設となっていることから、

市町村において、平時において仮置場 地を らか め 定しておくことが 要です。 

 

  １ の  

    平時における取り組みとして、本計画では、仮置場の を から次のとおり整理し、定

することとします。 

 

 仮置場の  

 定  設置期間 

仮置場 

仮置場  被災した が、自ら災害廃棄物

を むことのできる 場。被

災後速やかに被災地 に い場 に

設置し、 月間に 定して受け

ける。 

 被災直後に確保が 要となる。仮

置場整備後は に していく。

環境に いことからできるだけ早

く することが ましい。 

次 積   災害廃棄物の 処理（ ）を

行い、 次 積 へ積み える

としての機能を有する。発災 場か

ら災害廃棄物（ 能な り発災 場

で分 したもの）を仮置場で 積し

ながら、 を行う。 

 被災直後から災害 対 時に確

保が 要となる。 時に 処理を行

う 業務を発 する 要が る

（ 業務と に発 する

も想定される）。 が進み 次

積 が確保できれ 、 物が 次

積 に 出され、 に して

いく。 

次 積   仮置場や 次 積 から

れてきた災害廃棄物を中間処理

（ ・ 、 等）するととも

に、再 化された復興 を保管

する機能を つ。 

 災害 対 時から災害復旧・復

興時に確保が 要となる。 され

た災害廃棄物の処理がす て わる

まで する。 
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  ２ の 及び  

    仮置場は、以 のような 定基準を に、 に 有地から 定します。 

    仮置場 地の 定 は に すとおりで り、発災 の仮置場の 地 定は、市

町村及び県の れ れにおいて します。 

 

（１）法律・ 例により 地 が制 されていない  

（２） ・ ・水 などの 置に し、 していない場  

（３） 道路に く、大 トラ や重機が進 できる場  

（ ） 仮設 など、 の 地 の がない場  

（５）火災の 能 が るため、防火・ 火 水が確保できる場  

（ ）津波や水害で 水する れの る場 については、 水による かるみなど、 するまで で

きない場合が ることを して 定 

（ ）大規模災害発生時に仮設の ・ ・ 等を行う 次 積 については、 時 な仮置きだけ

を行う仮置場よりも い 地が求められるとともに、 時 な仮置場から災害廃棄物を 積すること

を まえ、 の 置を して設定 

（８） 次及び 次 積 は 年設置することが想定されるため、特に環境上の が 要で り、仮

置場を した後の 地 方法、 地 における 等、保 対 の状 を して 定 

 

 仮置場 地の 定  

行動 内  

 仮置場 地

の 出 

定基準を に 地を する。なお、 などの の に

される 能 が るため、多めに 定しておく 要が る。 

 地の り

み 

以 の で 地を り む 

・廃棄物処理施設、管理 処分場、 処分場 地を 出する。 

・ 、 ラ 、 、 （ の 等のための水 を む）等の

有地（市有地、県有地、国有地等）を 出する。 

・ 場 地等で長期間 が見 まれない 有地を 出する。 

・上 の 、 でき うな 有地（ の 場等）も する。 

 

  積の か、地 、地盤、 状、 状の 地 状 に する。 

  管理 処分場や管理 処分場の 地等の 水と 出水処理が行

える で る場 は も ましい。 

   仮置場については、災害時における 要 を し、ま づくり

の中で確保を する。 

  有地を仮置場とする場合に備え、 や 時の 等について平

時から しておく 要が る。 

 次 積 の

定 

・仮設の ・ 施設や が設置されることを想定し、 要な 積が確

保でき、 時 な仮置場からの を して 地を 定する。 

・仮置場を した後の 地 方法や 地 における 等、保 対 の

状 を して 定する。 

 仮置場の 積

確  

・ 計した災害廃棄物量から 出した仮置場 積と して 定した仮置場の

積が適正か確 する。 

仮置場 地の 定基準  
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 仮置場 地

の 定 

・ 地確 と仮置場整備 想を作成する。 

・ 合 を行う。（ 定基準への適合状 等から 合 に

地を 定） 

 

  地確 及び仮置場整備 想 については、 際に仮置場として で

きるか確 するための なものでよい。 

  合 については、 地の 定まではおこなわ 、 を

つけるだけでもよい。 

 

   の  

    １ に した被害想定を基に災害廃棄物量及び津波堆積物量から 出した仮置場 積は

のとおりです。また、平成 年 月 による災害廃棄物発生量の多かった自

治体の から 出した仮置場 積は のとおりです。なお、水害については、市町村や

場 を わ 度の被害が発生する 能 が ることから、災害廃棄物発生量などを に仮

置場 地を 定しておく 要が ります。 

    仮置場 地は多けれ 多い ど災害時の 動体制がとりやすく、想定 の災害に備えるため、

に 地を やすなど、 能な り多くの仮置場を確保しておくことが 要です。 

 

 

 

 積の 計方法の例（災害廃棄物処理対策指針  例２） 

  積 仮置量 見かけ 重 積み上 さ （１ 作業 合） 

 見かけ 重 物 （ ）、不 物 （ ） 

 積み上 さ  

 作業 合 作業 合 ％ 

 出 「 県市町村震災廃棄物処理計画策定指針」（平成 年 月改正、 県） 

 

 確保する 積の  

  がれき等は して発生し、また 次処理していくため、 要 積の てを 度に確保する 要はな

く、 要 積の ％を に確保する。 

 出 「 市震災廃棄物等対策 施要 」（平成 年 月、 市環境 ） 

 

 の確保 として設定する。これ以上できる り多くの仮置場を確保する 要が る。 

間 の市町村は ％以上を 指す。 

 出 「災害廃棄物対策指針」  例２、例３  出 「災害廃棄物対策指針」  例２、例３ 

 

  

仮置き場 積の 計方法 
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 仮置場 要 積の 計（中 による地震） 

市町村  

量（ ） 津波堆

積物

量 

 

量計

 

仮置場

要 積

大

（ ） 

仮置場

積（確保の

） 

（ ） 
物 不 物 

トがら 
  合計 

大分市           

市           

中津市           

日 市           

市           

市           

津 見市           

市           

後 市           

市           

市           

後大 市           

市           

国東市           

村           

日出町           

重町           

町           

合計           

備 の関 で、合計が しない場合が る。 
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 仮置場 要 積の 計（日出生 による地震） 

市町村  

量（ ） 津波堆

積物

量 

 

量計

 

仮置場

要 積

大

（ ） 

仮置場

積（確保の

） 

（ ） 
物 不 物 

トがら 
  合計 

大分市           

市           

中津市           

日 市           

市           

市           

津 見市           

市           

後 市           

市           

市           

後大 市           

市           

国東市           

村           

日出町           

重町           

町           

合計           

備 の関 で、合計が しない場合が る。 
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 仮置場 要 積の 計（ 年 平 による地震） 

市町村  

量（ ） 津波堆

積物

量 

 

量計

 

仮置場

要 積

大

（ ） 

仮置場

積（確保の

） 

（ ） 
物 不 物 

トがら 
  合計 

大分市           

市           

中津市           

日 市           

市           

市           

津 見市           

市           

後 市           

市           

市           

後大 市           

市           

国東市           

村           

日出町           

重町           

町           

合計           

備 の関 で、合計が しない場合が る。 
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 仮置場 要 積の 計（南海トラフの 大地震） 

市町村  

量（ ） 津波堆

積物

量 

 

量計

 

仮置場

要 積

大

（ ） 

仮置場

積（確保の

） 

（ ） 
物 不 物 

トがら 
  合計 

大分市           

市           

中津市           

日 市           

市           

市           

津 見市           

市           

後 市           

市           

市           

後大 市           

市           

国東市           

村           

日出町           

重町           

町           

合計           

備 の関 で、合計が しない場合が る。 
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 仮置場 要 積の 計（ 防 による地震） 

市町村  

量（ ） 津波堆

積物

量 

 

量計

 

仮置場

要 積

大

（ ） 

仮置場

積（確保の

） 

（ ） 
物 不 物 

トがら 
  合計 

大分市           

市           

中津市           

日 市           

市           

市           

津 見市           

市           

後 市           

市           

市           

後大 市           

市           

国東市           

村           

日出町           

重町           

町           

合計           

備 の関 で、合計が しない場合が る。 
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 仮置場 要 積の 計（ レ ト内地震） 

市町村  

量（ ） 津波堆

積物

量 

 

量計

 

仮置場

要 積

大

（ ） 

仮置場

積（確保の

） 

（ ） 
物 不 物 

トがら 
  合計 

大分市           

市           

中津市           

日 市           

市           

市           

津 見市           

市           

後 市           

市           

市           

後大 市           

市           

国東市           

村           

日出町           

重町           

町           

合計           

備 の関 で、合計が しない場合が る。 

 

 仮置場 要 積の 計（平成 年 月 ） 

  

重量（ ） 量（ ） 
仮置場 要

積 大

（ ） 

仮置場 積 

（確保の ）

（ ） 
物 不 物 物 不 物 合計 

本市        

市        

中津市        

日 市        

市        
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   の  

    仮置場 地を 定した後、仮置場 、 地、 仮置場・ 次 積 ・ 次 積 、

積（ ）、 国有地・県有地・市有地・ 有地 、 等の を整理します。また、

地 上に仮置場 置を とし み、災害時に に活 できるようにしておく 要が ります。 

    定した仮置場の地 上への とし みや仮置場 地の 出においては、以 に す 市計

画法 に基づく で整備された「 地 」や が活 できます。 

 国 省 から以 のような が できます。  国 省 から以 のような が できます。 

      国  

           

内  

 内  

地  ・ 地 、 地 、準 地 、 業地 、 業

地 、準 業地 、 業地 、 業 地 など 

地  

地 分  

・  とに、 分（ 、 の の 地、 、 地、

物 地、 地、 、 等）を整備したもの 

、  ・ （平 、 、 ）、 大 度・方 、 度・方

について  次 （  ） とに整備したもの 

施設 ・ 国の 、 、 、 、社会 施設等の 置及び

、 、 、管理 等の を整備し、 イ ト 化したも

の 

施設 ・地 防災計画より 施設に関する から 施設 トを 出し、

イ ト 化したもの 

水想定  ・ 管理 （国 大 ）から された 水想定 を

化したもの 

災害  ・県が指定する 災害 （ 流 流、地す り 、

地 ）を 化したもの 

自 地 、自 保 地  ・ 法規制のかかる を 化したもの 

   

    

    仮置場 地のう 要なものについては、災害時に な対 が れるように予め に

について しておく 要が ります。 

  

����������������������������������

����������������������������������

����

����
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 第２節 災害 （ －２－２） 

  発災 の 対策時において、仮置場 地から仮置場を 定する場合の基本 な え方やレ

イ トなどについて整理します。 

 

  １ 間 の の災害廃棄物 の  

    被災直後は災害廃棄物により道路が されていることが想定されますが、 要 の

トを確保するため道路上の障害物を し、路 または路 に災害廃棄物を る道路啓開が行

われます。仮置場は が されている場 に設置できないため、道路状 と道路啓開計画を

してから 定を行う 要が ります。また、 期の道路啓開では、十分な 量は確保でき

ないため、道路上の災害廃棄物を 仮置場 は 次 積 に して速やかに の 復を

る 要が ります。 

    また、し らくすると が 間を確保するために災害廃棄物の 出を めます。これら

のことを し、 基 や 地などを 仮置場として、できる り被災 の生活場

に いとこ に設定する 要が ります。 

  基 以内の の が する の 、 、地  

 道路啓開作業と廃棄物対策  

整

指

大分県災害対策本
・ 合 整

・社会基盤対策

・ の 関

・ 機関

道路啓開方針 定

進行管理等

・ 地方整備 災害対策本

・大分 国道 務 災害対策本

・ 国道 務 災害対策本

・ 日本 速道路 会社

災害対策本整指

大分県災害対策本

・被災 救援

廃棄物対策

市町村

災害廃棄物

大分県 設業 会

啓開 施業 防機関 自衛

業

業

・市町村災害対策本

（市町村道の道路管理 ）

大分県地 対策本
・社会基盤対策

・ の 関

・ 機関

仮置場 の

仮置場開設

道路啓開

有

道路啓開 施

災害廃棄物

道路啓開

仮置場開設

保有施設に る

状
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  ２ 災 の の  

    発災後の仮置場は、平時に 定した仮置場 地の中から活 できる場 を 定します。災害

の規模・ ・被災場 によっては、平時に 定した仮置場 地以 の場 を確保する 要が

ります。 

    際の被災状 や自衛 の 場、 、 仮設 等への 状 等を し適 な仮

置場を 定します。発災後の仮置場の 定 及び 定、設置上の は次のとおりです。 

  （１） の  

     な被災地 と平時に 定した仮置場 地の 置関 の確  

     仮置場 地の 水の有 の確 （ するまで ） 

     仮置場までの トの確保、道路啓開計画の確  

     平時に 定した仮置場 地の適合 の確 、新規仮置場の 定 

     災害廃棄物発生量予測量と仮置場確保済 積との 、 不足の確  

     場 の確  

  （２） の 及び の  

     津波堆積物が る などをやむを 仮置場として する際は、津波堆積物中

に災害廃棄物が していないか確 した上で仮置場とする 要が る。 

     仮置場の 地が 有地の場合は、平常時に した に基づき を受ける。 

     、 路については、大 が できる ト フ ト

された道路（  度以上）を確保し、 要に て地盤改 を行う。なお、発生

した災害廃棄物を、 後の復旧を した上で 水地 への仮設道路の基盤 として うこ

とも 能で る。 

     仮置場の地 について、特に （ 地を む）の上に 積する場合、散水に伴う 設機

の を確保するため、仮設 道路等に う「 」（基本 ）を

する。水 の る道路 ラ （ ）を し、路盤として することもでき

る。 
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   の  

    次 積 には、分 して される災害廃棄物を に 時保管する の か、作

業 として大 物（ 、 、 トがら、 、 、 、 等）、

物 有害物（ 、 発物、 物、 ト、 等）等の 出、 、 出

の 行路及び積み し 等を 置する 要が ります。これらの作業 は、災

害廃棄物を 時保管するために 要な の 等以上 要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 次 積 レイ ト  

 

 

  

  

 

出  

内 

ト 

がら 

 

・

 ・有害 み 

 

（ イ

対 、 の ） 

み  質 廃棄物 

積み し 

場  
場 

不 み 合廃棄物 
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 第 節 災害 （ －２－ ） 

  仮置場の 定、設置が した後には、仮置場の 及び 次 積 を設置する に ります。

ここでは、仮置場の 上の 及びレイ トなどについて します。 

 

  １ の の  

  （１）  

    災害廃棄物処理の作業 率を め、 に不法 棄を防 するためには、正確で迅速な ・

出管理が 要です。また、 の後の処理量や トを見積もる上でも、量や分 に対する状

を日 行う 要が ります。量の は、仮置物の体積を測定し体積重量 を るこ

とによって求めます。体積重量 は、トラ での計量 から 出すること

が 能です。 

    また、 次 積 においても、 に 内 及び指 （状 に て）を 置し、業 や

に対して 作業を指 する体制整備が 要です。 

  （２） の  

    作業 は、 常の ・衛生 に した に え、 トの 出に備え、 防

及び を します。 については、 風の となる 等も多いため、 長

をはく 要が ります。また、 中 対策、防 対策など作業環境を保 することによる作業

への も重要です。さらには、 ・ 、 等の衛生害 防 対策や悪 対策として

散 等の対 が 要です。 

  （ ） 災  

    仮置場における火災は、 く や 物を長期間 く積み上 ておくことによって内 が

し発生する火災と、 発 、発火 等を つ廃棄物による火災が ります。東日本大震災におい

ても仮置場の火災が か 発生しており、十分 する 要が ります。 

 

 

 

 く や 物は、 さ  ト 以上積み上 を行わないようにする 

 （自動 、 ト イなどから発生）や イ 、 ト （ が っている場合

が る）等は火災発生の となるので、 から取り く。 

 を重機で みつ さないように する。（ により内 が する 能 が る） 

 が の火災発生時の 火活動を にし、 を防 するため、堆積物 の 間 を

ト 以上設ける。 

 火 水や 火 を準備する。 

 

 

 

 

 

仮置き場 積における火災予防 
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 理想 な仮置場の廃棄物堆積状  

出 震災対 ト （廃棄物・し尿等分 ） 国立環境  

仮置場の 廃棄物の火災予防（ ） に  

 

 

  （ ）  

    仮置場の規模、仮置きする廃棄物及び 作業等の 、仮置き予定期間と 後の 地

を し、 能な で の 汚染状 を しておきます。 

    仮置場 中は、汚水が へ するのを防 ために、災害廃棄物を仮置きする に仮

の 施や ・ トの設置、 水 及び 水処理設備等の設置を し、汚水による の水

及び地 水の汚染、 汚染等の防 置を ます。 

  （ ）  

    災害廃棄物の 散防 策として、散水の 施及び 次 積 への 散防 トや いの

設置またはフレ （ 度の 量をもつ化 でできた な ）に

保管するなどの対 を します。特に、 地 など風が い場 に仮置場を設置する場合は、

災害廃棄物の 散防 に する 要が ります。 

  （ ） （ ）  

    仮置場では、堆積物による悪 や害 の発生、 作業や による や 動及び

の発生等が されます。 地 から して仮置場を設置することが基本となりますが、定

期 に や を散 することが 要です。また、 については、 地 を け

た 出 トの設定や 出時の イ 等を行うことが有 です。 

    また、仮置場 で悪 や ・ 動、 等の環境 を定期 に行い、 環

境に悪影響が められる場合は、適 対処する 要が ります。 
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  ２ 間 （ ）の  

    中間処理施設（ 次 積 ）では、仮置場（ 仮置場、 次 積 ）から されてくる

された災害廃棄物の 時保管後、 、 ・ 処理、 処理等の中間処理を行い、

次処理された 物（再 化された復興 等）を 出するまで保管されます。 のため、

処理 の災害廃棄物の保管 、中間処理施設設置 、処理後物保管 、 出

路、管理 務 、 場などを 置する 要が ります。また、 はフ または

散防 トを 設します。フ には、 要に て 等 防 対策を施す 要が

ります。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出 災害廃棄物対策指針   

 機 や 処理等を行う仮置場のレイ トイ  

  

次 積 のレイ トイ  
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第 章 間  

 

 第１節 （ － －１） 

  災害廃棄物の中間処理は、災害廃棄物の 定化と 量化及び再 化を として 施します。

特に、 処分量を 化するため、出 るだけ不 物は再生 として するものとし、また

物は 等により 量化・ 定化することを基本とします。 

 

 第２節 的 （ － －２） 

 

  １ （災害 ） 

    災害廃棄物の中間処理に たっては、発災後、 となる 廃棄物処理施設を 定 に

さ ることが 要となります。このため、市町村（ 務組合を む）は、平時において地震

（津波を む）及び水害に い廃棄物処理施設に けた対策を るとともに、災害時の 計

画、 体制、復旧対策などを しておくことが 要です。また、 廃棄物処理施設等を

復するための「 き」の作成、 等に 要な 機 や施設の に 要な ・ 等

の備 を行う 要が ります。 

 

廃棄物処理施設おける 水対策の例  廃棄物処理施設おける 水対策の例  

（１）水の を防 ために地盤の計画 なかさ上 や防水 の設置等の 水防 対策   

（２） 水対策 ができない場合の 対策として、 、 水 の準備  

（３）受 設備及び非常 発 機の 置への   

（ ） ・ 物 が流出しないよう保管状 の 、 要に て保管場 の   

（５） 場のかさ上 、または、 等による の   

（ ）地 に設置されている水 や については、予備 や 置の保管などを めた 水

対策  対策  

 

  ２ 災害  

    発災 の 対策時は、被災状 などの 、道路啓開、仮置場の 定・設置、災害廃

棄物の などが となり、中間処理については被災状 に て作成された災害廃棄物処理

行計画に基づき、 次 積 の 定や ・ 処理 業の発 などとともに処理体制の を

ります。 

 

   災害  

    被災 場から仮置場に災害廃棄物の ・ 積が進む中で、仮置場における や中間処理

を行います。中間処理としては、 ・ 、 、 等が ります。 

 

 

 

 

 

 

����������������������������������

����������������������������������

�����������

�����������
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 第 節 間 の （ － － ） 

 

  １  

  （１）  

    次 積 においては、重機によって大きな トく や ・ 、 く 等を

し、 ・不 合物等にできるだけ します。 して 次 積 に 後は、 機

や 度 機等を いて、さらに 物、不 物、 、 トく 、 く 、 く

等に します。 

    災害廃棄物対策指針に された 次 積 での 合廃棄物の処理フ の例を に し

ます。 成機 は、次の なものになります。 

     機は、 動 機や 定 機が で るが、処理量が ない場合は、

、 の く 機等を することもできる。 

     機 置には、 動 定 の 動 や が る。処理物の 取 の要求に

て、 るい を設定する。 

     重 （風 ） 機は、重いもの、 かいもの 物 、 いもの 物 に する

もので る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 合廃棄物処理フ 例 

合・廃棄物 

次 （重機 ・ ・ ） 

物 ト ・

フ ト  
く  不 物   

不能物 分 能物 

度 機（ 動 るい、ト ） 
次  

（ 、 重 、
度 ） 

 

イ  

 

処分 

化 
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    ・ 後の処理後物は、再 や 処分 に されます。 

    再 としては、 場や ト 場などの イ 施設、 トがら

や津波堆積物を として する道路 等が想定されます。 

    再生 できない廃棄物は で 処理され、 は 処分場に め立てられるか、

再生 されます。また、 後、どうしても再生 できない不 も 処分されます。 

  （２）  

    ・ 施設を設置する場合、廃棄物処理法に基づく設置 が 要になります。 

    設置 出までには、 次 積 の 定、災害廃棄物処理 行計画の作成、 ・ 処理

業発 、受 業 定といった多くの作業が りますので、迅速な処理の開 に けては、

期間の が となります。 

    このう 、設置 については、廃棄物処理法の 改正（平成 年 月 日）により、市町村が

廃棄物処理施設を設置する場合の特例、市町村から を受けた 業 が 廃棄物処理施

設を設置する場合の特例、 の 業廃棄物処理施設で災害廃棄物を処理する場合の特例が適

されることとなります。なお、 は「 ３ ３ １  改正廃棄物処理法の 要」のとお

りです。 

  （ ） の 及び の  

    ・ 施設の計画及び 上 す き は、次のとおりです。 

     ・ 設備 体の能 （ 日）は、災害廃棄物量と処理期間によって 定するが、災

害廃棄物量は 計量で り、処理が進むに って が 化し、大きく する 能 が

る。 の場合、処理時間の 長や 成機 の による能 などにより、対 するこ

とになるので、計画 で のような 態も想定した が 要で る。 

     災害廃棄物の 状によって 機や 置の有 が 化するので、設備の取り え、

改 等 機 に対 できる計画にしておく 要が る。 

     処理後物の 状は、再生 等の受 の要求に たものにする 要が るので、処理

後物の 状の 化を し、 質確保に する 要が る。  

     、 や トレ 等は、 機により するが、 の 施設を すること

も 能で る。 

     処理の は、 の るもの、 に が るもの、 れて った 等、

や 衛生上の が発生する 能 の るものを して処理を行う。  

 

  ２ （ ） 

    津波の被害を受けた廃棄物には 分が しており、中間処理の際に設備に悪影響を及ぼしま

す。また、 ト 場等で処理する場合は設備への影響の か、 となる ト にも

影響を及ぼすため、適 な による を行います。 

    の方法については、 で処理する場合と ト 場で処理する場合で対 が なり

ますので、受 と 整を行うとともに、有 や 及び経済 等を 合 に のうえ 定

する 要が ります。  

    の方法としては、 らし、 い流し、 水 での け置きなどが ります。 
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処理フ  

海水を被った 等の処理フ を以 に す。基本 には 質 廃棄物と で る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  海水を被った 等（ 分 ）の処理フ  

１ 分  

   ・ （ 能で れ 流水）に 定期間さらし、 分を い流す。 時間の散水では が い。 

   ・ への 分 をなくすために、 能で れ 水 トを設置することが ましい。 

・ 水 トを設置できない場合は、仮置き場 の 地 を した上で場 を 定する 要が

る。 

２ 保管 

・ 分 を行った 等は、 保管することが ましいが、 分 度の を確 した場合は、

海水に っていない と て保管しても ない。 

・処理 能となるまで自 発火防 に めて保管する。 積みの場合、 さ 以 、 積   

以 、 と の間を２  以上に保つ。 

・ の や の発生を防 ために、 散 等の 置を施す。 

３ 処理、 立、再 化 

・再 化が 能なものは、 要に て 等の処理を行った上で再 化施設に き す。 

・ かく されて が で るものや、 した の が で るものは または

立処分を行う。 する場合は、十分な 度管理（ 以上）と 処理機能を有する施設に

おいて処理する。 

出 災害廃棄物対策指針   

  

の方法 
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    イ できない 物は 処理します。 、市町村が 管する 施設の を

活 して することになりますが、処理 内（発災から ３年）に処理できない

場合は、 地 へ処理を するか（ 処理）、仮設 を整備し処理することになります。 

  （１）  

    被災市町村で 物の 処理を む廃棄物処理が いつかない場合、県は県内の被災して

いない廃棄物処理施設を活 できるように県内市町村と 整を ります。県内の施設でも廃棄

物処理が いつかない場合には、 内や 国の処理施設での処理を ります。 

 

  （２） の  

    仮設 を設置する場合、 までの環境影響等を し、 処理との

を十分に行った上で設置の要 を 定します。仮設 の設置場 は、 イ フラ（水道、

等）が活 できることなどから、 施設の 地内及び 地に設置する方が 率 で

すが、やむを 、 次 積 等に設置する場合には、生活環境保 上支障が生 ないよう十

分な を します。 

 

  

 

年 風 災害では、被災市町村の処理能 を超えて発生した災害廃棄物を処理するた

め、海上 や 道 を し、県 または地 を超えた 処理が行われました。 

また、 み処理施設等が被災したことにより滞った生活 み・し尿についても 処理が進めら

れ、 常時の生活 み・し尿処理 業に要する経 を超えて 要になる 等の経 は の対

となりました。 

このような 処理によって、災廃廃棄物の迅速な処理が られています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出 環境省 年度災害廃棄物対策 進 会  

 年 風 災害における 処理の例 

  

年 風 災害における 処理 
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第 章  

 

 第１節 災害廃棄物の 及び （ － －１） 

  災害廃棄物は、処理の基本方針に って、 再生 を進め、 処分の 量化を ります。 

  再生 を 進するためには、災害廃棄物を再生 の に た 状と 質に する 要が

ります。災害廃棄物の再生処理方法、再生される の 、 等は 及び に す

とおりです。 

 

 災害廃棄物の再生処理及び  

災害廃棄物 再生処理 再生  等 

津波堆積物 分 １   復興 （ 設 等） 

・ （ 上 ） 

・ 地基盤 など 

トがら ・  再生  復興  

・防  

・道路路盤 など 

廃棄物 （ 、 ）  く  

・ や による再 化 

質 廃棄物 ・ 、  質 レ ト

や  

質 イ  

・ イ  

・ イ  

合廃棄物（不 物等） ・  ト ・ ト  

物や も となりう

る。 

備 分 とは、 を の大きさによって分ける 作をいう。 分 は るいや 等による方法、 分

は 体の中に れ、 速度の によって を分 する方法で る。 
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 再 化の方法例 

災害廃棄物 処理方法（ 処分、り イ 方法） 

物 

分 能な場合 

体廃棄物、 ・ は生 、 等を分 し、 分 を行い

として 。 

化 は イ が ましい。 

分 不 な場合 ・ 後、 し、 立等適 処理を行う。 

トがら 

以 に し、路盤 （再生 ラ ラ ）、 状化対策 、 立

として 。 

め し ・ め （再生 ラ ラ ・再生 ）として 。 大

は に て適 し中間処理を行う。 

に し、 次 を 行うことで再生 に 。 

く  

生 等はできるだけ早い で分 ・保管し、 として活 。 

廃 はできるだけ早い で分 ・保管し、 化して

や として活 。 

く  有 物として 。 

 

イ 能な

場合 

レ 、 、 ・ 、 機、 機等は指定 取場 に

して イ する。 

イ 不 能

な場合 
災害廃棄物として の廃棄物と で処理する。 

自動  
自動 イ 法に り、被災 からの ・ 動、 有 もしくは処

理業 しまで 次 積 で保管する。 

廃

イ
 

能な場合 

物のまま 等で活 。 

・ 処理後、 イ （ 化）として 会社、 ト会

社等へ する。 

イ のままの場合 にて 後、適 イ する。 

有 物として 取業 に き し後 にて適 イ する。 

不 な場 後、 立・ を行う。 

く  

処分を行う。 

物 ・ 改質 等による処理により、改質 として有

することが 能で る。 の場合 した 物や く も イ を

行うことが 能で る。 

出 災害廃棄物対策指針   
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  東日本大震災において津波堆積物が大量に発生しましたが、南海トラフ地震でも大量に発生すると

予測されています。東日本大震災では津波堆積物は次のような方法で再生処理されました。 

 

東日本大震災における津波堆積物の処理方法  

 津波堆積物の処理は、津波堆積物の 状や 物の量、 での 質基準により処理方法が なる

ことから、次のとおり処理ライ を設けて処理を行うことにより、復旧・復興時に再生 として

されました。 

 

  １ 処理 

    津波堆積物の中に 物及び 分（ ・ ト）が ない場合、 常の るい で

ト や、 になった 等の大 の 物は されることから、 るい 以

を いて した。 

 

  ２ 処理 

    津波堆積物の中に 物や 分（ ・ ト）が多い場合、 るいの上で 化するなど、

の るい だけでは十分に 処理ができないことから、 などによる 分 が行な

われた。 の 分 処理によって、 （れき分）、 （ 分）、

（ ト・ （ レ ））の  に分 した。 

 

 

 第２節 の （ － －２） 

  復興 の再生 （ トがらや 等）は大量に発生するため、 への 出が に

いかないと 時保管 が不足し、災害廃棄物処理が滞る 態が発生します。また、東日本大震

災では復興 と復興 再生 生 の日 に大 な れが生 、活 場 、時期、量、 方法等

について かい 整が 要となったり、 整できなかった 例も見られました。これらのことから、

との を 化し、災害時の復興 の を 保するなど、 な活 につなが

る 組みを する 要が ります。 

  時期との 整の 、再生 として復興 業等に する際は、要求 質、 量等を受

と 整し、これを するよう適 に 管理する 要が ります。災害廃棄物の復興 化と活

に る 質等については、東日本大震災の経 を基に、以 の が整理されています。本県

においてもこの 等に準 て 質の確保を行い、再生 を 進する 要が ります。 

 

 災害廃棄物の復興 化と活 に る 質基準  平成 年 月  平成 年 月改定 

   社 法  日本 設業 合会、復旧・復興対策特 会 災害廃棄物 会  

 災害廃棄物から再生された復興 の有 活 イ ライ  平成 年 月 

   社 法 地盤 会  
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第 章  

 

 災害廃棄物処理に関する基本 な方針は、災害廃棄物の再生 及び 量化を 大 進し、 処

分量を 化することとします。このため、再生 不 能な不 物や 物の により発生した

等の 処分対 物が 発生しないような中間処理を行うことが 要となります。 

 例え 、 ト 場で処理することにより、 が て ト として され 処分

では有 で るため、 ト 場における災害廃棄物の処理が 能か 業 との が まれます。

また、 施設から発生した についても、東日本大震災で再生 を行った 例が るため、

再生 について積 に を行うことが 要です。 

 

 

 

イ （ ）  

 災害廃棄物のう 、 イ できない廃棄物 を有 活 した 設 。 

防 や防 、 、道路などの として することで、廃棄物 の 処分量を

さ る。 

 

ト  

 １ 災害廃棄物の 処分量の  

設の 処分場の 要 への を できる。 

 ２ トの  

  処分場に め立てる場合と て トを ％ 度 できる 

  処分場の拡 や新設に要する トを できる。 

 ３ 環境に な 設  

  廃棄物 に、 、重 などの有害物質が していても、 イ からの 出

はない。 

  要求 質を 足する 設  

  に た 質基準（ 度、出 ）を 足する 設 として できる。 

  発生地 よって なる廃棄物 の特 に て イ を 作できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出 災害廃棄物対策指針  

（ 会社大 組  ） 

東日本大震災における の有  
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の 化  

 の 化とは、 と ト、 化 等の 化 を 合し、 として再生

する 。災害廃棄物を することにより生 る は、 と に大 される。有害物質や

物質は大 分が に 行し には と ど しないことから、 については、 ての

・処理 において、 化し 再生 として活 する。 

 

出 災害廃棄物対策指針 （「 県災害廃棄物処理 行計画（ ）」（平成  年  月、 県）） 

 

の 化  

 の に トと不 化 を して 化を行い、 として イ を行う方

を 。 ト 、 の について 化を行っている。 

 化物、 化不 化物は の 立 として イ する計画。 イ に たって

は  とに の 立 受 基準を 足していることを確 している。 

 に たって、 を にした再生 で ることから、 度・膨 ・ 出等についての長期

定 も 施している。 

 については、 能 度が再生 の となる  を超 していることから、 とし

ての イ は行わ 、管理 処分場に 処分する。 

出 災害廃棄物対策指針 （ 市清掃   「 における災害廃棄物の処理状 に

ついて」） 
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第 章 の  

 

 地震や津波で した については、 救 や 活動、防 、防火活動、社会生活の 復等の

ため、速やかに対 する 要 が ります。しかし、 の 体等に たっては、 有 や 内 の

重 、 い出の 等の取 が り、基本 には 有 の が 要となるため、 重な対 が 要と

なります。 

 東日本大震災の際には、 の 体等に関して「東 地方 平 地震における 等の 等

に関する指針」（平成 年 月 日、被災  生活支援特 対策本 長及び環境大 ）が次のとお

り されています。また、災害廃棄物対策指針において に すような作業・処理フ が さ

れており、本県においても、これらの指針等に基づき、被災 の 体・ を行うものとします。 

 

東 地方 平 地震における 等の 等に関する指針の 要  東 地方 平 地震における 等の 等に関する指針の 要  

 １ してがれき状態になっている 物及び の 地 に流出した 物については、地方

体が 有 など 害関 の を て、または が取れ がなくても すること

ができる。 

 ２ 定の を め 地内に った 物については、 有 や 害関 の を確 するのが

基本で るが、関 へ が取れ 等の が る場合には、 地 の を求

め、 物の がないと められたものは、 体・ できる。 の場合には、 状を 等で

する。 

 ３ 物内の や の の有 物等の動 及び 、 等の にとって が ると 

められるものは、 時 は 保管し 有 等に き す機会を する。 有 が らかで

ない動 については、 物法により処理する。また、上 以 のものについては、 ・廃棄

できる。 できる。 

 

 

 

体の は以 のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地方 体及び関 の作業フ 及び廃棄物処理フ  

の  

（ の

の ）  

 
（ ） 

  
 

（ ）

  

（ ）

 

（ ）
 

  

（ ） 

 

 

  
 

の  
 

 

 

物  

物   

       

       

体の  

������������������������������������

������������������������������������

����������������

����������������
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  能な り 有 等へ を行い、 計画を に した上で被災物 の立 り を

行う。 

  定の を めた 物及び の が るものは 地 を し、 物の に

ついて を 。 

  ・ 体の作業開 および作業 後に、動 、 い出の 等を めて、 後の

等の を作成する。 

  及び 体作業においては、 確保に し、適 散水を行うとともに、適 な保 を

して作業を 施する。 

  廃棄物を仮置場へ する場合は、 く 、がれき 、 く 等の分 に め、できるだけ

及び 立の処分量の 量化に める。 

 

 出 災害廃棄物対策指針  
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第 章 害廃棄物 が 廃棄物の  

 

 有害廃棄物は、 の や環境に悪影響を及ぼす 能 が る廃棄物で るため、 常の災害廃棄

物と しないよう、 重に取り う 要が ります。 

 また、 状や 質、重量等から処理施設を する 能 が り、 常の施設では処理 のものが

な廃棄物は、処理施設の 等により処理が滞ることがないよう、適正処理 物として 常の

廃棄物とは の方法で処理を行う 要が ります。 

 

 第１節 害廃棄物の （ １） 

  の や環境に悪影響を及ぼす有害物質としては、以 のような が します。 

 

 有害廃棄物の  

分   

有害 物質を むもの 

廃 、 、 の （ ではないもの）  

、  中  

廃  

・ （

）、 水素  
重 を む 

イ  発火の  

 水 を む 能  

 
を む 

を む 

廃  水 を む 能  

が るもの 

、 、 イ  発 、発火  

有機 （ 等） 中  

 発  

ト ・ レ  発  

火  の  

染 廃棄物（ ） 済み 針、 い て 等 染の  

を むもの トラ 等の 機   

を むもの 
、 、 や内 等（例 や

） 
 

出 災害廃棄物対策指針 に  
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 第２節 災害 害廃棄物の の （ － －２） 

  有害物質を取り う な施設として、 施設 、 、 機関、計量 業 、 、

業廃棄物多量 出 業 、 、 業・ 業 及び ト 施設

等が られます。市町村はこれら有害物質等を取り う施設の 置と有害物質の や量を

に し、発災後速やかに有害物質の流出について確 する 要が ります。 

 

 化 物質 出 動量 出制度 制度）の対 業 で り、化 物質を取り っている。 

 分 等を行い を発行する 業 で り、分 のための 等を取り っている。 

 

 第 節 害廃棄物の （ － － ） 

 

  １  

    トは 物の保 を とした き けや レ ト 、防 、 、保

等に いられていますが、 散した トを い むことにより （ ）、悪

中 の となることから は が されています。 

    い 物では トが われている 能 が り、 の 体などで 散し、作業

等に 被害を及ぼす 能 が るため、 トの処理に たっては、市町村は以 の

に する 要が ります。 

  （１）地震または津波により被災した 物等は、 体または に トの を行い、

散 ト（廃 等）または非 散 ト（ 有廃棄物）が発見された場

合は、災害廃棄物に トが しないよう適 に し、「 ト廃棄物」（廃

等または 有廃棄物）として適正に処分する。 

  （２）廃 等は として仮置場に まない。 

  （３）仮置場で災害廃棄物中に トを む れが るものが見つかった場合は、分 によっ

て確 する。分 方法として、 法や の と 体 との組合 によ

る迅速分 は、 場での定 分 が 時間で 能で るため、災害時対 に有 で り、市町

村は 施方法について に を行う。 

  （ ） 物の 体・ 及び仮置場における 処理 場 作業では、 ト 防 のた

めに適 な を し、散水等を適 行う。 
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    により トが発見された場合の処理フ 及び は以 のとおりです。作業

に たっては、 に す 等に準 て作業を行う 要が ります。 

 

 ト廃棄物の処理フ  

 

 

 体 な の例 

 発行  

物の 体等 における への く 防  設業 災害防 会 

物の け ト 散防 処理 指針・  （ ）日本  

物の 体等に関わる 散防 対策  （社）日本作業環境測定 会 

物の 体等に関わる 散防 対策  環境省 

物の 体等に伴う有害物質等の適 な取 （ フレ ト） 設 物 イ 進会  

 出 災害廃棄物対策指針  

 

 

  ２ の 害廃棄物 

    や ・ 、廃 、 等の有害物質に関しては、 れ れ の処

理業 に き す 要が ります。 有 が している有害廃棄物については、 有 に

の処分を求めることを基本としますが、流出して 有 が しない有害廃棄物は の廃棄物

とは分 して、 の処理業 へ き す 要が ります。 

  （１）有害 ・ が る廃棄物のう 、 業廃棄物（特 管理 業廃棄物を む）に する

ものは、 業 の において処理することを とし、 廃棄物に するものは、 出

に関する や適 な処理方法等について に するものとする。 

  （２）有害 ・ が る廃棄物は、業 取 トの整備等の対策を 、適正処理を 進す

ることが重要で り、関 業 へ 要 を行う。 

 

トの処理  
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    有害物質の処理フ 及び は以 のとおりです。また、有害廃棄物を取り う上での

を に します。 

 

 有害・ 物処理フ  

 
 

  有害・  

  

 

の し え、中 の取り出しを 、 の る 業廃棄物業 または を行ってい

る市町村以 には廃棄しない。 

物または 物の場合は、 物及び 物取 法により、保管・ を め 業 が 要

となり、廃棄方法も とに定められている。 

指定 を 定以上 むものや、 ・ に するものは特 管理 業廃棄物に

分されることが る。 

・  

業廃棄物の場合は、 の る 業廃棄物処理業 に処理を する。 

廃棄物の場合は、 量なので中 を新 等に取り出し 化さ てから みとして処

理し、 は みまたは ラ みとして処理する。 

は、 を開け に中 を いてから を みまたは ラ み

として処理する。 

廃  

仮置場で分 保管し、平常時の トにの る。 

水 を む 等は、 を指定して保管し トが確立するまで保管する。 

は発火の れが るので取 いに を要する。 

廃  
仮置場で分 保管し、平常時の トにの る。 

しないよう ラ 等で保管する。 

 

流 は不 に わ 、関 体に する。 

有 が分かる場合は 有 に し、不 の場合は仮置場で 時保管する。 

ト

・ レ  

内 に が しているものは、 の きに うなど な場 及び方法で

き作業を行う。 に を出し ったものは く としてり イ に す。 

火  仮置場で分 保管し、日本 火 業会の イ トに処理を する。 

出 災害廃棄物対策指針  

有害物質の処理  
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 第 節 害廃棄物の （ － － ） 

  有害廃棄物の処理は 常の市町村の処理施設では行えないため、 の業 に処理を する 要

が ります。よって、市町村が行う有害廃棄物の処理・処分における環境保 のための対策としては、

の処理業 等が 取に るまでの間、 時 に保管する場合の対策が中 となります。有害廃棄

物の保管に関する は次のとおりです。 

 

   有害廃棄物の の際には、 した に れるなど、 次 な 出、 散等が こらない

ようにする。 

   仮置場等の保管場 については、有害廃棄物の とに分 し、 ト等で

された場 でかつ風 にさらされることがない 内で保管する。ただし、 内で保管できる環境

がない場合は、 に 水 ト、上 は仮設 トもしくは ト等で 水対策を

施する。 

   取 い時には、 防 や 対策のため、 や 、 を 出さ ない 等を 務

づける。 
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第 章 が 廃棄物 

 

 取り いに が 要となる廃棄物としては、 イ 法や自動 イ 法等、

イ 法により処理 トが確保されている廃棄物や が しく の により処理が な

・ 、水 廃棄物等の早 に対処しなけれ 悪 の となる の い廃棄物については、

取り いに が 要となります。 

 

 第１節 廃 （ － －１） 

 

  １  

    レ 、 、 ・ 、 機・ 機等の イ 法対 について

は、 イ トを て処理を行うことを基本とします。 

  （１） イ 法対 （ レ 、 、 ・ 、 機・ 機）につ

いては、 として イ 能なものは イ 法 トで イ を行う。 

  （２）分 が 能な場合は、災害廃棄物の中から 能な で イ 法対 を分

し、仮置場にて保管する。 

  （３） ・ の 度等を し、 イ 能（有 な の が見 める）か かを

自治体が し、 イ が見 める場合、指定 取場 に する。 イ は、

に 、  にわかれて、 れ れ処理を行っており、 に た対

が 要となる。 イ が見 めない場合、災害廃棄物として の廃棄物と で処理す

る。  

「東 ・ 」等の 、 「 ・ ・ ・日立・ 機」等

の  

  （ ） イ が 能かの 体 な 基準については、 な場合は、環境省の で

は（ ） 会に することとなっている。 

 

 

 

    の処理フ 及び は以 のとおりです。 

 

出 災害廃棄物対策指針  

 イ 対 の処理フ  

 

の処理  
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出 災害廃棄物対策指針  

 イ が見 めない場合の処理方法 

 

 

  ２ の の  

    などの としては、 のようなものが想定されます。これらの と ど

は、有 物として流 する イ トが していることから、市町村はこれらの ト

を活 し、できるだけ イ を行う 要が ります。 

 

 の の  

想定される  イ ト 

 ト ト 、

レイ 

進 会による イ

り 

 を む イ ・ イ ・ ト

による イ り 

 ラ、 ラ、

機等 

イ 法に基づく国の

定 業  

の （ 及び

業 等からの 出） 

レ 、 、 ト、掃 機、

風機、 、 、

、 、 ト 機 、

、 機、 ライ 、 イ 、

、 清 機、フ

、ト  

・有害物 に われている や 、

、 ト 等 

 

出 災害廃棄物対策指針  
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  の の の処理フ は のとおりとなります。 

 

出 災害廃棄物対策指針  

 イ が見 めない場合の処理方法 

 

 

 第２節 （ － －２） 

 

  １  

    被災自動 を処理するためには、 有 に を確 する 要が ります。 有 が不 な場

合は、 定期間 し、 有 が市町村に してから、 を処理することとなります。 

    なお、被災自動 を取り う場合は、 水していた は をかけない、 の

トを防 ため、 の イ を す、廃 、廃 が 出している は 業

に して廃 ・廃 を き取る、 自動 や イ にはむやみに らない等の

が 要です。 

    被災自動 の処分は基本 に自動 イ 法に って行うため、被災自動 を ・ 動

し、 有 もしくは 取業 （自動  業 、 体業 ）へ き すまでの仮置場での保管

が市町村の たる業務となります。 

の 被災自動 の対 については、 法 自動 イ 進 「被災自

動 の処理に る ・ 例 」を してください。 

 

 

 

 

 

 

 

の の の処理  
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被災自動 の 処分フ は以 のとおりです。 

 

出 災害廃棄物対策指針  

 被災自動 の処理フ  

 

  ２  

    イ については自動 の処理に準 て、仮置場への 動、 有 の確 、保管、処理を行い

ます。 

    被災した イ を ・ 動し、 有 もしくは 取業 （廃棄 取 、指定 取 ）

へ き すまでの仮置場での保管が市町村の たる業務となります。 

 

 

 

 

 

 

  

被災自動 の処理  
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 第 節 （ － － ） 

  津波が発生すると が 上に 上 られる場合が り、東日本大震災でも多くの被災 が

発生しました。被災した については、 有 が処理を行うことが ですが、「東日本大震災

により被災した の処理に関する イ ライ （ 定 ）平成 年 月 日 国 省」で

は市町村が処理を行ってもよいとされました。 

   動できる は、 要に 時仮置場等に して し支えない 

   体の や 等の 次災害のお れが る場合は、 防 対策 や き取り等の

置を 要に ること 

   上 らかに を っている被災 は処理 能 

 

 

  被災 の処理 は以 のとおりです。 

 

の について  

） を っていると 定される ） が ると 定される の有 に 有
の 確 が 要 

・ 体が 、 となっている。 
・ 体が大 （ をとどめない）し、 行が不 能 
・ や廃棄物に まり、 を さ には分 する
ことが な状態に る 

・ 体の に ・ が るものや水 による
機 の で 行不能な状態で っても、 復や
理により 能となるもの 

の では、 有 の に 定の期間が 要な場合が り、 確 の際に 定の期間（  間 １ 月 度）を

設けるなどが 要。 

出 東日本大震災により被災した の処理に関する イ ライ （ 定 ）平成 年 月 日 国 省 

 被災 の処理   

被災 の処理  
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 第 節 （ － － ） 

  ・ については、東日本大震災では津波により できなくなったものが多量に発生しま

した。 業がさか な本県でも、被災した ・ が多量に発生すると えられます。 

  ・ については が しく の などにより 常の処理では対 できないため、分

を行い特 な処理を行う 要が ります。市町村は以 の を基本として処理を行う 要が り

ます。 

 

  １  

（１） き などの は、 機での処理が で るため、重機や により して 処

理等を行う。 

（２） は、 や イ に が まれている場合が ることから、 に分 する。 

（３） は、 ・ イ を き いた後、 ト等により、  

度に する。 

（ ） ・ イ に取り けられている や 物の は、 ライ 等で

・処理する。 

（５）直 処分を行う場合は、 が できていない 能 が るため管理 処分場で処

分を行う。 

 

  ２  

（１） は ラ で るため の みと 合して する 要が る。 

（２） み合った ・ の には の が有 という 成 が る。 

（３） を多量に 処理すると から基準 以上の が 出されるため、 するとと

もに、 した後の も 度に大量には 処理しない。 

（ ）東日本大震災では、 の作業について に した 業関 を した。 
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 第 節 の 廃棄物（ － － ） 

  東日本大震災では、被災した水 の ・ や 等から多量の の い水

廃棄物が発生しました。水 業が な本県においても水 廃棄物が発生することが想定されます。

また、風水害等で発生する災害廃棄物についても、水分を多く むため しやすくなります。 

  特に水 廃棄物については水分を多く むため、 度に多量の水 廃棄物を 処理することは

です。また、 等の が い時期だと が に進むため、被災した 施設の再

や仮設 の 開 を てない状 となることが予想されます。 

  の い廃棄物は、悪 や衛生害 発生の となり、 の生活環境を悪化さ るため、

市町村は の い廃棄物を早期に処理できるよう、予め処理方法を しておく 要が りま

す。 

 

  １ 害 廃棄物 

   水害廃棄物は、水分を多く でいるため、 しやすく、悪 ・汚水を発生するなど時間の経

により 状が 化することに し、次のとおり、 に処理方法や体制を しておく 要が

ります。 

  （１）災害廃棄物の とに を め、処理 を に作成する。 

  （２） 等が水分を だ状態で 出されると重量が すことを まえ、 体制を整備する。 

  （３）水分を だ状態で長期間 を堆積することによる発火のお れを まえ、保管体制を整備

する。 

 

  ２ 廃棄物 

    水 廃棄物が発生した場合、市町村は以 の を基本として処理等を 施する 要が りま

す。東日本大震災では、 に すような処理を行っています。 の中には海 処分を

行った 例が りますが、海 汚染防 法の特例として 施されました。被災時に海 処

分の 要 が生 た場合は、ま 国に の確 を行うことが 要です。 

  （１）市中と から速やかに 、もしくは を遅ら る 置（ 散 等）を行う。 

  （２） 度に て以 の に た処理を する。 施 能な処理方法のう 、でき

るだけ の い方法を する。なお、 は 置では るものの、中には関

機関や地 などと が 要なものが るので、 重な対 が 要で る。 

     能な 施設や 処分場まで して処分する。 

     物のみ なる く かく いてし尿処理施設等（ 水管が して水が流れないので

水道 は不 ）に する。 

     汚れたがれき 等 海中や で する。 

     （ ）を散 する。 などを に いて水分を さ る。  

     ラ 等に する。 

     海 棄する（ 等に で に置いておく）。 

     質の 地、または を トで った に処分（ 時保管）する。  

     市中から れた場 で きする。 
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 市における水 廃棄物・悪 レ 処理 

地  時期 廃棄物 量（ ） 処理 

長  ５月 ・   め 平 ト 化 

 月 イ ・   め 平 ト 化 

 月 悪 レ   ・ （ ） 

平 ト 化 上長  ８月 

長  月 ・ ・   等 海 棄 

  － 

出 「 市における災害廃棄物処理」（ 市清掃   ） 

 

海 の法  海 の法  

 東日本大震災における「海 汚染防 法の特例」としての  

 

 海 汚染防 法       において、 に処分する 要が ると めて環境大 が指定する

廃棄物の 出で って、 出海 及び 出方法に関し環境大 が定める基準に ってするものについては、

海 が される廃棄物から されている。東日本大震災においては、 県及び 県に対して環

境省から、指定された での な海 処分を める 「 な海 処分に関する

（海 汚染等及び海上災害の防 に関する法律 十 の規定に基づき環境大 が指定する廃棄

物 びに 出海 及び 出方法に関し環境大 が定める基準） 」が された。 

指定する 東日本大震災に伴って発生した廃棄物（動 物 さで って、 したもの）で ってこの の

の際 に、指定された 地（上 水 物が する場 ）に するものを指定した海 に 出 

 出の方法 廃棄物海 処分の 等に関する省 （平成  年環境省  ） ）を とした。 

       拡散 出方法（イから までに る要 に適合する 出方法をいう。）により 出すること。 

イ 海 に 出すること。 

 の 行中に 出すること。 

 時間 たりの 出量が 立方 ト 以 となるように 出すること。  
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第 章 の  

 
 重 や 、 、 い出の などは被災 にとっては 有 や で計ることがで

きない重要なもので ることを した上で、廃棄物の処理に たる 要が ります。このため、市

町村は次のとおり、予め取 いの を設定しておくとともに、作業に たっては、 や保管な

ど適 な対 が求められています。 

 

 １  

 （１） 物の 体など災害廃棄物を する場合は、 重 や い出の を取り うことを とし

て作業を行う。 

 （２）発見した場合は発見日時、場 、発見 、 、確 等を し、 らか め定めた保管場

に保管する。 

 （３） 物の 体などについては、できるだけ 有 などの立会いのもとで 施し、 い出の や

重 等が発見された場合確 を行う。 

 （ ） 、 、 、 、 等を発見した場合は、速やかに に け出る。 

 （５） や 等で汚れている場合が多いため、 度 めて汚れを とすことが ましい。（地

や ラ ） 

 （ ） 、 、 ・ 等 体に伴うものは「 い出の 」として取り

う。 

 （ ）保管に たっては、 等の 化や の発生がないよう清 に保管することを がける。 

 （８） は 会 き しを基本とする。本 が確 できる場合は き しを行う。 

 

 ２ の の 

  、 、 、 、 、 、 、 、 状、成 、 、 、

、 、 など 
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第１ 章  

 

 災害が発生すると トイレが不足したり、 水や 水道、 化 等の被災によりトイレ 不

能 が発生するため、し尿処理対策として仮設トイレ等を設置する 要が ります。また、仮設ト

イレについては が 要で り、 等を する 要が ります。し尿の に

ついては、 水道の 及に伴い の 量が するなどの を えていることから、

に る 状や を まえた対 が求められており、場合によっては県 への支援要 等も

に れた を行う 要が ります。 

 

 第１節 （ －１ －１） 

  県においては、県 市町村や 間関 体等が備 ・ 有している仮設トイレや 機 に る

及びし尿処理施設の被災 などについて、整理を行います。 

  方、市町村は、平時から以 の を基本として、し尿・生活 水対策を る 要が ります。 

 

 １  

 （１）市町村は災害時の仮設トイレ及びし尿 、 、処理に関する機 の備 を行う。 

 （２）被災時に 要な仮設トイレや関 機 が確保できるよう、関 体との 定 や 要

による 体制を する。 

 （３）被災した際の仮設トイレの設置方法について する。 

 （ ）市町村はし尿の処理 について、 している施設が被災した場合を め を す

る。 

 （５） 大地震の場合、 水道は管 の により できなくなる 能 が ることを する。 

 

 ２ 災害 量の目  

 （１）仮設トイレ に対し 基（ ２日に１ の が 要） 

 （２） トイレ   に対し   

 （３）汚物処理 トイレ 日 たり  分 日分  

 （ ）トイレ ト 量 日 たり  日分 を基準   
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 第２節 災害 （ －１ －２） 

  被災後、ま は仮設トイレの設置を 要が りますが、仮設トイレは２ ３日に１ は み取

りが 要となりますので、仮設トイレの設置と合わ て 及び処理について する 要が りま

す。 に被災し県内での が不 能な場合、県は国に支援を要 します。 

  仮設トイレに る処理フ 及び は以 のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  仮設トイレの設置フ  

 

 第 節 災害 （ －１ － ） 

  災害復旧・復興時には、仮設トイレの ・ を行うとともに、 化 の被災状 の確 を行い

ます。また、仮設 の 設に伴い 化 が設置されますので、 の について を行いま

す。 

 

  １ 仮設トイレの を行い 有 に する。 方法については、 有 と して 定す

る。 

  ２ 化 の 及び 態 を、 法 大分県環境管理 会へ する。 

  ３ 化 の被害状 を受け、市町村は 化 の復旧に する。 

   仮設 の 化 に る汚 処理等は市町村が 施する。  

発災 

 被災によりトイレが えない  

、 地、  不能  

要となる仮設トイレ 、し尿発生量の 出 

 仮設トイレ保有 の確 及び 設置 の確保 

不足なら 被災していない市町村、県への支援要  

 し尿処理施設、 水処理施設の被災状  

不能なら 被災していない県内市町村、関 間 体、県への支援要  

 機 ・ の確  

不足なら 被災していない市町村、関 間 体、県への支援要  

仮設トイレの設置 

機 ・ 、処理 の確保、 み取り開 （仮設トイレ設置から２日を ） 
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第１１章  

 

 大 の方が に する 態が生 ると、多量の生活 みが 出されることになります。

生活に支障を生 ないようにするため、 出された生活 みは分 を行い、定期 に し適正処分す

ることが 要です。 

 また、被災 からは できなくなった生活 や 大 みが 出されるため、 常とは なる対

が 要となります。 

 

 第１節 （ －１１－１） 

  みを む生活 みについては、市町村は以 の を基本として対策を る 要が り

ます。 

１ 生活 みは仮置場に 、 りの処理 トを活 する。ただし、 みが多量に

出される場合は災害廃棄物と に取り う。 

２ 廃棄物処理施設や 機 ・ の被災等により 常の処理が な場合や 大 み等が

多く 出され処理が な場合、 する市町村や 間関 体、県に支援を要 する。 

３ 被災後、 大 みなどが多量に道路や 、 き地などに 出される 能 が るため、 動

時において、 への を積 に行い、 出 への理 ・ を求めることが重要で

る。 

 市町村においては、被災時の生活 みの 出から処理について予め対策を し、被災後は速

やかに行動に す。 

 

 第２節 （ －１１－２） 

  市町村は、被災後の 出 分について以 の に しながら に 出 を設定し、 に

することが まれます。 動体制で分 や 出の が できない場合は、 に 出さ

れる 能 が くなるため、被災後できるだけ速やかに に対し 出 を する 要が り

ます。 

 １ 分 分は を けるため 常の分 分とすることが ましいが、被災時に対 できない場

合（ 常は 度分 で被災時は対 が 等）も想定して分 分を設定する。 

 ２ 常時と なり 大 みなど特 な廃棄物が多量に 出されるため、 に廃棄物の に

た 出 を設定する。 

  例 直 は め を行う。 められた日時に められた場 に 出 

    直 は 処分場へ 日のみ  等 

 ３ 仮置場を設置すると みを直 する により 滞が発生するため、直 を め だ

けによるか は によって 日を 分する等の対策が 要で る。 

  の中 は早めに取り出し、 みとして 出するよう指 する。 
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 第 節 （ －１１－ ） 

  災害時においては、 みの を行う 要が るため、 常の トでは対 できなく

なります。市町村は の や道路の被災状 等を しつつ、できるだけ早く を

開 する 要が ります。 

  被災時に から 出される 大 み等の生活 み量については、 のような を

にしながら、 有の機 ・ で対 能か、 市町村や 間関 体の支援が 要か等を確

し、 計画を立てた上で の 施を行うことが 要です。 

 

 から 出される生活 みの量 

 
重量 

 

保有  

 

 

 

大 み  － －  

み  － －  

不 大 み  － －  

不 み  － －  

２） 

      

レ       

・       

機・ 機      

備 行、 本 平（ ）災害廃棄物  

   環境省の イ について 平成 年度 を  

   内 の 動 平成 年 月 を  
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第１２章  

 

 災害廃棄物処理においては、 体 から 、保管、中間処理等の の作業において環境

等への影響が発生しますが、この影響を とし 衛生の確保、環境の保 に める 要が り

ます。 

 災害廃棄物処理に伴う環境への影響については、 環境の を定期 に行うこと（環境

）によって し、 を まえた対 を取ることが 要です。 

 

 第１節 （ －１２－１） 

  市町村は、環境 や県 ・作業 への 被害防 のため、環境 を 施します。

特に、仮置場については、開設 に を 施し、 の時 で汚染が発生していないか確 します。 

 

 第２節 災害廃棄物 影響の （ －１２－２） 

  災害廃棄物処理における環境影響の な要 について整理すると、 のとおりです。市町村は、

これらの要 を するための を 施します。 

 

 環境影響の な要  

影響  環境影響 

大  

・ 体・ 、仮置場作業における の 散 

・ 有廃棄物（ 等）の保管・処理による 散 

・災害廃棄物保管による有害 、 の発生 

・ 動 
・ ・ 体等処理作業に伴う ・ 動 

・仮置場への 、 出 の 行による ・ 動 

等 ・災害廃棄物から への有害物質等の 出 

 ・災害廃棄物からの悪  

水質 ・災害廃棄物に まれる汚染物質の 等による 水 への流出 

出 災害廃棄物対策指針 に  
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 第 節 の （ －１２－ ） 

  災害廃棄物の処理・処分等に伴う環境 を するため、 要に て以 の環境保 対策を

施します。 

 

 環境保 対策の 施 

対  影響  環境保 対策の 施例 

被災 場 

大 質 
・定期 な散水 
・ ト 散対策の適 な 施 

・ 動 
・ 害 重機等の活  
・ 業時間の  

 
大 質 

・定期 な散水 
・ 路の 設、 の 施 
・ の イ の 施 
・大 質に る環境 の 施 

・ 動 ・ 行 トの  

仮置場 
 

大 質 

・ 出 対策 の重機、処理 置の  
・定期 な散水 
・ への 散防 トの設置 
・フレ への保管 
・ ト 散対策・ 度測定の適 な 施 
・ の適 な 管理 
・大 質に る環境 の 施 

・ 動 
・ 害 重機等の活  
・ 業時間の 、防 の設置等 

等 
・ 後における の 施 
・ 地内への 水 トの 設 
・ 地内で発生する 水、 水の処理 

 
・ 、防 の  
・悪 に る環境 の 施 

水質 ・水質に る環境 の 施 

の  ・仮置場の火災予防対策（定期 な 度測定と 度測定の 施） 
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 第 節 の （ －１２－ ） 

  １ の  

    環境 は震災発生 の 救 ・ 、 道路の啓開等の 時を き、災害

廃棄物の処理として、県や市町村の管理等が行われる からの 施を想定します。 

 

  ２  

    環境 を行う場 の え方については以 のとおりです。 

 

 環境 を行う場  

影響   

大 、  

 災害廃棄物処理機 （ 機 や 機など）の 置、 廃棄物（水 廃棄物

や 廃棄物等）が る場合は の 置を確 し、環境影響が大きい想定される場

を確 する。 

 災害廃棄物処理 場における 風 を確 し、 の風 における や などの

環境保 対 の 置を確 する。 

 環境 地 は、災害廃棄物処理 場の風 で に環境保 対 が

する 置に設定する。なお、環境影響が大きいと想定される場 が る場合は、

環境 地 を 設定することも で る。 

・ 動 

 

 や 動の大きな作業を伴う場 、処理機 （ 機など）を確 する。 

 作業場 から に も い や などの保 対 の 置を確 する。 

 発生 と受 の 置を し、環境 地 は ・ 動の影響が も

大きいと想定される 置に設定する。なお、環境影響が大きいと想定される場 が

る場合は、環境 地 を 設定することも で る。 

等 

 

 については、 に 積する の 等  地 度を 取しておくと、仮置

場や 積 の影響 をする際に有 で る。また仮置場を復旧する際に、仮置場

の が汚染されていないことを確 するため、 地 や 汚染のお れ

の る災害廃棄物が仮置きされていた を 地 として 定する。東日本大震

災の 例として、以 の が となる。 

 

仮置場の に伴う 状復旧に る 汚染確 のための （環境省） 

災害廃棄物仮置場の に る 要 （ 県） 

災害廃棄物仮置場の に る 要 （ 県） 

水質 
 水の 水出 や汚 汚染のお れの る災害廃棄物が仮置きされていた

を する。 

出 災害廃棄物対策指針 に  
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   目 

    環境 と ・分 法について東日本大震災での例を します。 

 

 東日本大震災の被災地における環境 施例 

影響  ・分 方法（例） 

大 （ ） 
   による重量 度測定方法に定める ラ

による重量法に定める方法 

大 （ ト） 
ト  （平成  年  月、環境省）に定める方

法 

 環境 の ・測定方法（   ）に定める方法 

動 動レ 測定方法（   ）に定める方法 

等 

 特定有害物質（ ） 

平成  年環境省  に る 取及び測定の方法  

 特定有害物質（ 出量 ） 

平成  年環境省  出量 に る測定方法  

 特定有害物質（ 有量 ） 

平成  年環境省  有量 に る測定方法  

 特定有害物質（ 出量 ） 

平成  年環境省  （ 出量 に る測定方法  

 「 指 及び 出 度 定の方法」（  環  ）に基づく方法とする。 

水質 

 水基準を定める省 （  理 例  ） 

 水質汚 に る環境基準について（  環  ） 

 地 水の水質汚 に る環境基準について（  環  ） 

出 災害廃棄物対策指針 に  
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第１章 災害廃棄物  

 

  東日本大震災以 、災害廃棄物処理対策においては、平時にどれだけ発災を想定した準備が 能な

のかという が重要になっており、環境省では災害廃棄物対策指針の中で災害予防（災害への備え）、

に を置いた 成・ を取り れるなど、平時の取組の重要 について、 の 上に

めているとこ です。 

  このため、災害廃棄物処理の中 となる県、市町村では、平時の取組を積 に 進する 要が

りますが、中でも災害廃棄物処理計画や災害廃棄物処理 は、災害廃棄物処理の基本となる

ことから、 を確保するための ・見直しが 要となります。 

  なお、本計画では、次のとおり「平時の取組」が に されていますので、関 機関におい

ては、これらの内 を に取組を進める 要が ります。 

 

 平時における災害廃棄物対策（ なもの） 

 内  

１   

・災害廃棄物発生量と

廃棄物処理施設処理能

との  

災害廃棄物発生量と 廃棄物処理施設処理能 との に基づき

今後 要となる対 （県、市町村） 

・ 処理 間処理施設で処理を 能とする 体制の  

      の市町村との による 処理体制の  

      仮設 を早期に 設するための の整備 

・ 処分 不 物などの再生 方法の  

      再生 活 トの確保 

      間 処分場で処分を 能とする 体制の  

２  組 ・ 進体制 

・組 ・ 進体制 

・ ・支援体制 

・平時における 進体制 

・県 への  

・ への  

支援体制の  

 ・大規模災害廃棄物対策 会における ・ 体制の

（県） 

 ・ ・ ９県における災害廃棄物処理等に る 支援 定（県） 

 ・新たな 支援体制（新たな 定 ）の （県、市町村） 

 ・ 定に基づく支援要 する場合の受 体制の整備（市町村） 

大分県災害廃棄物処理対策 会 、大分県流 等処理対策 会 の開

に伴う の 、平時の 支援体制の （県、市町村等） 

災害廃棄物処理を に 進するための ・ 及啓発（県、市町村） 

 ・災害廃棄物の発生量の予測 

 ・仮置場の 要  

 ・処理、処分方針の  

 ・災害廃棄物対 に関する 例 など 

への （県、市町村等） 

 ・災害廃棄物処理計画に基づく行動確保のための の 施 

 ・県、市町村、 間関 体 が 体となった の 施 

３  処理 行計画の 

    策定等 

・制度の活  

・災害廃棄物の処理 

制度（廃棄物処理法の特例）を活 するための 準備（県、市町村） 

 ・非常災害時に市町村が設置する 廃棄物処理施設に る県との

 

 ・非常災害時に市町村が設置する 廃棄物処理施設の設置 きの 素

化を るため行う生活環境影響 方法に る市町村 例の改正 

県管理 物上の災害廃棄物処理対策（県、市町村） 

 ・東日本大震災での対 例を とした行動計画の策定 

 ・県災害廃棄物処理対策 会 等での対 策の 、  
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 処理の 施 

・  

・仮置場 

・中間処理 

・再生  

・ 処分 

・有害廃棄物等の対策 

・取 いに が 要とな

る廃棄物 

・ い出の 等 

・し尿・生活 水 

・生活 み 

災害廃棄物の に関する 体 な （市町村） 

 ・ 自治体等との ・物 な 体制の  

 ・ 設業 会、 業廃棄物 会など 間関 体との 体制の  

 ・ ラ 活動による災害廃棄物 作業との 体制の確保 

仮置場 地の 定（市町村） 

災害に い 廃棄物処理施設の （市町村等） 

 ・ 水防 対策、 震 の 上、不 化 

 ・災害時の 体制、 置計画の策定 

 ・ の きの作成、復旧対策等の  

 ・ 機 、 ・ 等の備  

仮設 設置に けた 準備（市町村） 

再生 活 方法の （市町村） 

など 処分量 量方法の （市町村） 

有害廃棄物取 施設の場 及び取 内 の （県、市町村） 

の い廃棄物の早期処分方法の （市町村） 

い出の 等の取 の （市町村） 

し尿処理対策（市町村） 

 ・仮設トイレ及びし尿 、 、処理に関する機 の備  

 ・仮設トイレ等 機 の 体制の整備 

 ・仮設トイレの設置方法、施設被災時のし尿 の  

における 出 の （市町村） 

 平時の取組 体となる（ ） きについては、 として しており、 している 体に 定するも

のではない。 

 

第２章 の 直  

 

  本計画は災害が発生した場合、 の る計画でなけれ なりま 。 を確保するために

は、 際の災害や 等を て改 を 出し、計画の見直しを行う 要が ります。 

  本計画は、以 に基づき、 時見直しを行うものとします。 

 

 見直しの時期  

  １ 上 計画等の  

    国の法 や関 計画、大分県地 防災計画等、上 計画等の により計画の見直しが

要となったとき。 

  ２ 災害発生後の  

    災害発生後、計画に基づく処理 等を した 、改 が 要となったとき。 

  ３ 等の 施 

    災害廃棄物処理の を確 するための の 施に伴い、改 が確 されたとき。 

   市町村計画の策定 

    災害廃棄物処理計画等市町村計画の策定に伴い、計画の見直しが 要となったとき。 

  ５ 市町村や 間関 体等からの要  

    市町村や 間関 体等から本計画の改 について要 が ったときで、かつ、見直しが

要と されたとき。 

   の  

    上 の か、見直しが 要となったとき。 




